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(注〕 I 「〈し)控訴1 , ｢(ﾚｯ)上告姥起｣ , ｢(‘/)抗告」 . ｢(行ｳ)第一審斫訟」及び
「(行ｵ)再審(訴訟) 」燗の事件は支部には管溜がない。
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【1040】民行月No.2民事･行政月報（地方）

月報作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者

に確認したか

②入力入力

口月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□「雑｣事件欄について,民事立会,執行,保全及び破産の各担当が入力を行っているこ
とを確認したか

□「(ワ)第一審通常訴訟｣の｢新受｣欄が【1050】表の(ワ)の総数と一致しているか

口本表の既済件数と以下の各事件票作成数とが一致しているか

（※3，※4については事件票作成数と一致又はそれ以上）

※1民事第一審訴訟事件票(地裁）

※2民事控訴事件票

※3仮処分事件票

※4保全異議,取消事件票

※5民事執行事件票

※6破産事件票

※7再生事件票

※8会社更生事件票

※9民事調停事件票

※10行政第一審訴訟事件票

※11配偶者暴力に関する保護命令事件票

※12労働審判事件票

③確認･報告

一
不表の一

壁
□ 土ないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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民行月N･ 2民事・行政月報 （地方）
’ 月報作成上の留意事項[1050】 表2通常・人事訴訟新受内訳表

訴 え の 目 的

総 数

人事を目的とする訴え

件 数

※11

I
1フ

①事前確認
'w圧回心※冬 」

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

金銭を 目的とする訴え３
４
５
(うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 金

立替金 ・ 求償金等
（信販閏係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料を含む ）
その他の損害賠償
（ 慰謝料を含む ）

手形・小切手金（異議を除く）

手形 ． 小切手異識

(うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 金

立替金 ・ 求償金等
（信販閏係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料を含む ）
その他の損害賠償
（ 慰謝料を含む ）

手形・小切手金（異議を除く）

手形 ． 小切手異識

|②入力 トー②入力
b

口月報訂正報告害を提出している場合，今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 【1040】表の(ワ)第一審通常訴訟の新受欄と一致しているか

□※1の数値と※2の合計数が一致しているか
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企
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〃
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ウ
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ハ
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金銭債権債務存否確認金銭債権債務存否確認
F 両

建物を 目 的 とする訴え

'二 地を 目 的 と する訴 更

（境界（筆界） に関す－る訴えを除く）

1
※2請求 異 議 の 訴 え ③確認･報告古 1

者異 議の訴え第 三

□ |の表示’ はないかそ の 他 の 訴 え
L 訳

（金銭建築請 負代金等

を目的建築暇疵による損害賠償
医療行為による損害賠償

とする公害による損害賠償

労働に関する訴え
訴えの

知的財産権に|對する訴え

うち） 簡易確定決定に対する異議

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

(基銭'2｡!;，と牒与為身を,驚くfi
f盤：晶喰ギる賢英’除創扉I

労働 に 関 す る 訴 え

金銭を目的とする訴えを除く ）

公害に係る差止めの訴え
理つ
〆公一

境界 （筆界） に関する訴え 自動計算

責任追及等の訴え（株主代表訴訟事件）

[二コM共通義務確認の訴え 【NTASから数値を取り込める項目L J
－－一コ

b，

(注） 「金銭を目的とする訴え」棚には,うち数として表示

された件名以外の「その他｣の事件を含めて計上す-る。
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｜ 未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当

【1060】 表3免責申立新受･既済･未済表 ～

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当 ’月既済)と自動計算
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Ｉ
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【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ー■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ロ■■■■

’月報作成上の留意事項

1b

1
①事前確認

Hは口心 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

’
1

②入力F、ノJ j

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,破産･再生事件とともに免責事件が申し立てられた場合に,新受棡に計上漏れがないか

□※2について,破産･再生事件と時期を異にして免責事件が終局した場合に,既済欄に計上漏れがないか

’
1

③確認･報告
ロ 」

『 ’ゆ ’表示 はないか■

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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民事・行政月報 （地方）民行月No.2

【1065】 表4破産手続開始決定表

1

2

い
【入力セル】

口手入力をする項目

』■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ U■■■■■■ ■ ■ ﾛ ■ ■ ■ ■

’ 月報作成上の留意事項
I I①事前確認

" ~ 言 J

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか’
’

1
②入力F，JJ

j

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

口同時廃止事件についても計上しているか

’
1

③確認｡報告戸 ｣

ロ |の表示’ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

当月の破産手続開始決定

(うち）破産管財人選任

件 数
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民事・行政月報 （簡易）民行月No. 1

【1035】 表3支払督促に対する仮執行宣言の申立新受表

1

し、

【入力セル】

口手入力をする項目

ﾛ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ロ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ q■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■

月報作成上の留意事項

毒…忘壼菫孟三二菫壼…

｢~雨忌…悪至言貢輌忘匡元墓蒻菫面

｢毛西恵一豆戸
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

季
ｰ

● 件 件 数

(サ）雑事件
支払督促に対する仮執行宣言の申立て
(民訴法391条）

①事前確認

②入力

③確認｡報告
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民行月N･ 】民事・行政月報 （簡易） ’ ’月報作成上の留意事項

｝①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか【1010】

事

民 事

(ﾉ､）

(手ﾊ）

(少.）

(少ｴ）
(二）

(/､し）

(少ﾃ）

(ﾊﾂ）
ノー､

1－ノ

(ﾊｿ）

(借）

壷1 総括表
件

・ 行 政 総 数
通 常 訴 訟
手形 ・ 」、 切手訴訟
少 額 訴 訟
少額訴訟判決に対する異議申立て
再 審 （ 訴 訟 ）
控 訴 提 起

少額異議判決に対する特別上告提
飛 躍 上 告 提 起
再 審 （ 抗 告 ）

抗 告 驫≦ 鳥借 地

識
〒

済|未一三 済

二１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
４
５
６
２
３
７

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３
３
３
３
３
３

※3 1 ｰ一

’ ②入力 ’
※1

■■■■■■

口月報訂正報告書を提出している場合訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，民事第一審訴訟･少額訴訟事件票作成数と一致しているか

□※2について,仮処分事件票(旧法事件を除く)作成数と一致しているか

□※3について， 【1020】表の総数と一致しているか

□※4について‘ 「督促｣欄の入力漏れがないか

□※5について， 「(うち)仮処分｣欄の入力漏れがないか

□※6について， 「雑｣事件欄の入力漏れがないか

㈹
一
⑪

和

霄 淵
圭

’※4

(ﾍ） 公 催刀く 告

(ﾄ） 保

｢I~5~g7~F
全 命
処

茎
謝

斗
I

㈹
一
㈱

過
一
共

(ｻ）

(ﾉ）

F言噌(うち)貸信

雑

般 調
業 関係調
関 係 調

ｉ
言
停
一
停
一
停

停
一
停

金業 関係調
販 関 係 調

金一販

(ﾕ） 宅 地 建 物 調 停

’ （うち）地代借賃増減調停
(ｾ） 農 事 調 停
rJ，
、がノ 商 事 調 停 1

③確認･報告古 ’

’’
(うち）貸金業関係貸金業関係 調

信 販 閨 係 調

停
一
停

□ 2函
函

｛
父
一
公

通 調

害 等 調

停

蔭 示｜医表 はないか

(特/） 特

F言嗜
(うち）貸

宿

定 調

業関係調

関 係 調

停
イ古
｜〒
＝

1号

イ古
｜〒
＝

1号

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

金業関係調

販 関 係 調

金一販

雨
一
吋
一
岬

共 助

雑

少額訴訟債権執行
‘Z，
三し、

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

は

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算



01． 12情報政策課

民行月N･ ’民事・行政月報 （簡易）
月報作成上の留意事項

6”｜ 表2 通常訴訟新受内訳表

1
’

訴 え の 目 的

総 数

件 数
一

※1

①事前確認
戸向'』唯叩 j

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか■金銭を目的とする訴えI※2

(うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 今

(うち）売買代金（売掛代金を含む）

貸 今金金

』
３
４

’
1

②入力 1
立替金 。 求償金等
（信販関係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（慰謝料を含む ）
その他の損害賠償

（ 慰謝料を含む ）

手形・小切手今（異議券除く）

立替金 。 求償金等
（信販関係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（慰謝料を含む ）
その他の損害賠償

（ 慰謝料を含む ）

手形・小切手今（異議券除く）切手金（異議を除く）

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

6

小切手異議

権債務存否確認

切手金（異議を除く）

小切手異議

権債務存否確認

Ｒ
〕
ｑ
》
（
Ｕ
１
且
ワ
雪
ｑ
Ｊ
（
詮
Ｒ
〕
Ｒ
〕
７
１
Ｒ
〕
く
り
八
Ｕ
１
Ｌ
ワ
ョ
（
』
‐
４
△
Ｆ
Ｄ

。
’
上
ｑ
Ｉ
Ｌ
●
Ⅱ
ユ
○
１
入
ｑ
Ｉ
Ｌ
。
’
上
。
’
上
勺
Ｉ
且
『
Ｉ
上
ｑ
Ｉ
Ｌ
へ
″
色
珂
乙
、
４
句
乙
呵
邑
ハ
ム

□※1について， 【1010】表の(ハ)通常訴訟の新受欄と一致しているか

手形手形

金銭債権債務存金銭債権債務存 □※1の数値と※2の合計数が一致しているか
可

建物を 目 的 とする訴え

土地を 目的とする訴え

（境界（筆界）に関する訴えを除く） ’ ③確認･報告古 ’
請 求 異 議 の 訴 え ※2

■□ の表示 はないか第 者 異 議の訴え三

そ の 他 の 訴 え
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～L一一一一一 。

（金銭建築請負代金等

を目的建築暇疵による損害賠償

医療行為による損害賠償
とする

公害による損害賠償

訴えの労働に関する訴え

うち） 知的財産権に閨する訴え
－

労 1J】 に 闇す る 訴 え

(金銭を目的とする訴えを除く）
知的財産権に ｜雛Iする訴え
(金銭を目的とす‐る訴えを除く）

膳鍬｡&TI""黙弓騨←
境界 （筆界） に関する訴えI ゞ

公害に係る差止めの訴え

し、

(注） 「金銭を目的と寸一る訴え｣欄には， うち数として表矛

された件名以外の「その他」の事件を含めて計_上する．
【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目



01. 12情報政策課

民行月N･3民事・行政月報 （高等）
’

’

力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又
1070 表1 総括表

事 件 新 受|既 済|未 済

（

ウ

刺
珊
〃
心
神
洞
司
り
初
穏
和

岫
払
″
刈
り
刈
刀
交
公
行
行
行
行
行
行
行

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

１
Ｊ
、
ノ
庁
ノ
ゴ
リ
／
４
リ
、
ソ
ス
ソ

／
、
ｒ
０
、
／
‐
、
。
ｒ
ｌ
／
、
〃
ｒ
、
／
‐
、
〃
ｆ
、
／
、
／
Ｉ
、

／
Ｉ
／
Ｉ
、
／
ｋ
グ
ー
、
ｒ
、
〃
Ｉ
、
７
、
ｒ
、
グ
ー
、
Ｐ
ｒ
、
／
ｒ
、
／
０
、
ｒ
、
／
‐
～
ノ
ー
Ｎ
ｒ
ｋ

ｌ
－ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２

綣
一
控
一
上
一
再
一
上
一
特
一
抗
一
再
一
特
一
上
一
許
一
人
一
三
宅
一
農
一
商
一
鉱
一
交
示

致

訴

告

審 （ 訴一語－7
告 提 －~通

別 上 告 混一萢
告

毫
可 抗 告 軍一五一〒

一塁蒸二＝
讓蓬一雨翌壼＝喜
事 調一諄

②入
型
壺

’ー

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

口本表の既済件数と以下の各事件票作成数とが一致しているか

※1 民事控訴事件票

※2民事上告事件票

※3行政第一審訴訟事件票

※4行政控訴事件票’
｛

二
篁
控
一
再
一
上
一
笠
抗
一
再
一
特
一
上

率
一
一
認

l p |の表示 はなし ､か

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

rf〒い
､I」ヒノ

(f〒ハ
、I』ずノ

８
９
０
１
２
３

２
２
３
３
３
３

矧
一
告
一
可

雑

提
土
口抗 起

－
て
一
て
一
一
判
一
停 -－1

しい ろろ

（注） 「(ﾂ)上告」欄及び「(ﾂﾃ)特別上告提起」柵の事件は支部には管塔がない。

自動計算

E二二コMINTASから数値を取り込める項目

は

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

月報作成上の留意事項

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)一(当月既済)と自動計算



()1 . 12情報政策課

’ ’執行官事務月報 月報作成上の留意事項執行官月No. 1

I I’ ①事前確認
'…‘"噂、j

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

、

、
(A表） 、
件 の 種 類新 受既 済未､､l 済

数

動産執行

動産競売

不動産等

引渡し・動 産

明渡し船舶国籍証書等

自 動車等

代替執行

援助（法6Ⅱ等）

保全処分(E551等）

強制管理の管理人等

仮差押え

仮処分

‘ 破産等保全処分

不動産・船舶等

自動車等

債権その他

・ 現況調査

評価

拒絶証書作成等

財産調査立会等

内覧

引渡し・

明渡し

哩
事
一
総 ’

1

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

屯
ｉ
上
１
１
凸
Ｏ
Ｉ
Ｌ
１
１
４
１
１
入
↑
１
４
－
１
Ｔ
Ｉ
Ｌ
１
Ｉ
Ｌ
１
１
人
ｎ
ノ
〕
ハ
ノ
］
ハ
〃
全
ｏ
白

②入力 1
執 イ

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

’
1

執 ③確認｡報告古
ロ

I

表示ﾛ の はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

執 ハ

不動産等

売 却

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

現況調査

その他

内 覧

提訴前現
況調査

提訴前現況調査

い ろ は

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算



()l. 12情報政策課

執行官事務月報執行官月No. l

’ 未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)一(当月既済)と自動計算
【1420I (B表） 、

、
未 済

済

休日 ・夜間

既

新 受種 類

総 数

告知書・催告書

執行証書等

民事事件文書

刑事送達

１
２
３
４
５

送達等

ろ は にヤ
【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■

’ 月報作成上の留意事項
Ｆ
Ｌ

1①事前確認
ノ

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載

担当者に確認したか

r

L

1②入力
｣

口月報訂正報告書を提出している場合今月分の数値に加減調整したか

|③確認｡報告｝③確認｡報告'二

ﾛ’ の表示 Iまないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

執行官事務月報執行官月No. 1

【14301 (C表）

事務取扱書記官執 行 官

*公
小L、 額１

２
３
４

額総

押差 'て

引渡し ． 明渡し

収入 却手数料
三
戸
し

三
斤
ノ５

現 況 調 査6

中 止７

他そ８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１

の

書
､Iハ｜

ﾌドト
三1

両巳

額虫公
小心

件 費人支出

事 務 費

他そ の

内 覧
収入 手数料

提訴前現況調査

ろ0

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■報告対象外
q ■■■■■■ 趾 ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■

’月報作成上の留意事項

’ 1①事前確認
,"ー…， ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか’
F

k

1

②入力 I

’ ※入力数値に誤りがあった場合には,別途報告のこと

1｜

I ③確認･報告､報舌1

□ |の表示 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

I ’月報作成上の留意事項刑事月報 （簡易）刑事月No. 1

「茉言欄=(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算
表 －－~－－ （

1
①事前確認11J崔回心【2010】 表1 総括 l

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

－－－～‐

既済人員

~壱

未済人員事 件 新受人員

I
’

総 数１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
６
５

１
１
１
１
１
１
１

②入力
通 常 第 一 審

（ ぅ ち ） 既済実

事
一
人

件
一
昌 ※1 1 口月報訂正報告書を提出している場合，今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,刑事通常第一審事件票作成数と一致しているか

□※1について， 「(うち)既済実人員｣欄の入力漏れがないか

□※2について， 「(うち)令状事件｣欄の入力漏れがないか

略
一
再

式
一
審

事
一
事

件
一
件

再 審 請 求 事

（ う ち ） 開 始 決

i牛
＝
疋

■ Ⅱ

刑 事補償請求 事件

訴訟費用免除申立て事件

' （ う ち ） 免 除 決 定
費
Ｆ
Ⅱ

用 補償請 求 事件

ぅ ち ） 補 償 決 定

I
1

③確認･報告舌 ’刑 事

' （ ぅ ら ）

雑
一
令

事 件

伏 事 件’ ’ の表※2 1 計■ はないか

訴訟費用負担請求事件｜
そ の 他 の 事 件’ 【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□ 「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□ 「未済｣がマイナスになっていないか

ろ はし、

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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刑事月N･2 刑事月報 （地方）

｜ 未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)一(当月既済)と自動計算 ｜
【2030】 表1 総括表 －－‐

’ J月報作成上の留意事項

I
1

①事前確認
'澗圧ﾛ心、 j

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

－－～－－

既済人員

》

事 件 新受人員 未済人員

総 数１
２
７
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
５
６
８
４

１

１
１
１
１
１
１
１
１

【KEITASから数値を読み込ませる場合】

口既済日(終局日)に入力漏れはないか(｢既済人員｣欄の計上漏れが多い）

通 常 第 一 審 事 件

（ う ち ） 法定合議事件
（裁判員対象事件を除く）

（ う ち ） 既 済 実 人 員

法定合議事件
（裁判員対象事件を除く）

（ う ち ）

’※1

※2 1

’
1通常第一

審事件に

対するも
の

再’ 審 事 件
②入力 1

〆 、再 審 請 求 事

’ （ うち） 開 始決

件
一
定

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，入力漏れがないか(必ず手入力）

□※2について､刑事通常第一審事件票作成数と一致しているか

□※3について‘刑事損害賠償事件票作成数と一致しているか

起 訴 強 制 事 件

刑 事補償 請求事件
一
ｒ
ｒ
ｌ

耳
訂
Ｆ
Ⅲ
卜

訟費用免除申立て事件

う ち ） 免 除 決 定

費 用 補償請求 事件

' （ う ち ） 補 償 決 定
ｰ． ．… ““ ・~、 ．~ '、 ‘ ‐ ． , ｜ ＝－－

' （ う ち ） 補 償 決 定｜－｜
刑 事 雑 事 件｜
訴訟費用負担請求事件｜

刑事損害賠償命令事件｜ l x3 1 1_
再 幸 請

(刑事損害賠償命令事件に対臭ものfI - |
そ の 他 の 事 件|、 －－ノ

い ろ は

(注） 次のlから3までの事件については，件数を計上する。
1 「刑事損害賠償命令事件」
2 「再審請求事件（刑事損害賠償命令事件に対するもの） 」
3 「刑事雑事件」に計上するもののうち刑事損害賠償命令事件に関する申立てで民事
雑事件に該当するもの

再 審 請 求 事 件
（刑事損害賠償命令事件に対するもの） ’

、 ’

、
～※ し〕 で， 1件複数名の場合などの入力方法を作成要

領で確認

I
1

③確認･報告

瞳

口二

。 |の表示 はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか【入力セル】

自動計算

KEITASから数値が取り込める項目

口手入力をする項目

■報告対象外
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については,KEITAS操作マニュアル付録1を参照～



()1． 12情報政策課

刑事月N･ 5 医療観察月報（地裁） h

l ’月報作成上の留意事項
【2310】 表Ⅲ 医療観察内訳表

～

’ ’～～今
未済人員

①事前確認
受理区分 新受人員 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

既済人員

一

※1 1総 数１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２

法
３
判
条
１
項

法2条 2項 1 号

' （う ち） 回 付

I ’法 2 条 2項2 ‐号

' （う ち） 回 付
②入力

ノ

ロ月報訂正報告書を提出している場合今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について‘医療観察処遇事件票作成数と一致しているか

怯4 9条 1 項 （退院許可)

' （う ち） 回 付
怯4 9条2項 (入院継続）

' （う ち） 回 付
退 院

（う ち）

許
一
回

可
一
付

法
５
０
条

(一致していない場合）

□※1の数値が医療観察処遇事件票作成数より多くなっている場合に， 「不一致報告」

を提出したか(少なくなることはない）

（注)同種の申立区分で複数申立てがあった対象者に対する事件票は1枚

療

両
医 終

一
回

了
一
付

法5 4条 1 項 （医療終了）

（う ち） 回 付 口受理区分の「(うち)回付｣欄には回付により受理した事件の，既済人員の「(うち)回付｣)欄には

終局事由が回付である既済事件の数値を入力したか
法 5 4 条

' （う ち） 回

項
一
付

２

I
1

③確認･報告百
法5 5条 （ 医療終了 )

（う ち） 回 付
1

卜表示 |まないか□’法5 9条 1 項 （入院）

（う ち） 回 付
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

仏5 9条2項 （ 入院)

' （う ち） 回 付
ろ は にい

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)一(当月既済)と自動計算



【2320】 表2被害者に対する通知申出表

01. 12情報政策課

1

ろ

【入力セル】

口手入力をする項目

し、

ﾛ■■■■■■ ■ ■ ロ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ q■■■■■■ ■ ■

月報作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記

載担当者に確認したか

②入力

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

③確認･報告｡￥Ⅸ百

□■■■■■■■■■の表示 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

事 件 件 数 通 知

被害者に対する通知の申し出



【2330】 表3原決定取消・差戻等新受表
01. 12情報政策課

1

し、

【入力セル】

口手入力をする項目

q■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ q■■■■■■ ■ ■ q■■■■■■ ■ □ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ロ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■

月報作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記

載担当者に確認したか

②入力

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

③確認･報告｡￥反官

□■■■■■■の表示 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

事 件 件 数

原決定取消し・差し戻し等



被疑者の国選弁護人請求月報刑事月NO6
01. 12情報政策課

【2340】 表l 新受・既済内訳表
既 済 人 昌

一、

新受人員
総 数 選 任

被疑者段階の国選弁護人請求1

2 うち即決裁判手続同意確認のための請求

ろ は

【入力セル】

口手入力をする項目

い

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■

月報作成上の留意事項

Ｆ
Ｌ

1
①事前確認

」

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記

載担当者に確認したか

1
に
－
１
１
、
②入力

' j

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

l’

hL

1
③確認･報告値． ｣

ﾛ’ ｜の表討 |はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



’ ’月報作成上の留意事項刑事月報 （高等）刑事月No. 3
01 12情報政策課

｜ 未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)一(当月既済)と自動計算 ｜
【2050】一表1 総括表 －－－－－ I

1
①事前確認

'凹匡｡心 」

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

－－－

既済人員
～今

弟 件 新受人員 未済人員

総 数１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２

ロ

’
1控訴

（うち）

成人の

（うち）

成人の

審事件

少年に対する

刑事事件

少年に対する

刑事事件

※1 ②入力
1

’
再 審 事 件

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,刑事控訴事件票作成数と一致しているか

再審請求事件

（ うち） 開始決定

特別権限の第一審事件

抗 告 事 件

（うち）少年の保護処

分決定に対する抗告事件

|③確認･報告 ’③確認･報告費用補償請求事件

' （ うち） 補償決定
（うち）上訴費用補償
請求のあったもの

' （ うち） 補償決定

（うち）上訴費用補償
請求のあったもの

' （ うち） 補償決定
の表示 |まない”■

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

刑事補償請求事件

異議の申立て

（刑訴法428条）

訴訟費用免除申立て事件

（ うち） 免除決定’
刑 事 雑事件

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
抗告受理申立て事件

（ うち） 受理決定’
ろし、 は

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■報告対象外

頁ﾆｰ団bq翠迅堂迂点



刑事月No 4略式月報
OLI2 慌蝿政策緯

未済欄=(前月未済)+（当月新受)-(当月既済)と自動計算

～-－
哩鰹ﾘｰ菱』-壁酔二皇 ヱ

ポ済人員

二
頁
一
一

暁 涜
一
金

人

嗣
その月中

い正式哉

判小餉求

ｌ
子
ら

ち
勘
た

う
行
Ｌ

Ｉ
絃
を
け
い

罰金.科F1
‘】うち，仮
納付を命

ぜられた
も の

新受人員 科 叫 略式下

能

不怖当

そい他罪 名
総数 50万円以上

100万円耒

函
1 00万F【 3,万円以上 20万円以1 10万円以-t 5万円以」 3万円以上 1万円以上 1万円未油

I砥
１
乾
埴
牛
グ
ー
＃
亭
１

や
。
唯

重１５
遇
》
】

裏
Ｉｌ

凶
３
２
４
５
３
６
７
０
１
８
９

業務上過失致死

蘆過失致死

過失運陸致死

藁務上過失鰹害

重過失傷害

過失運転致膓

道路交適法

’■ﾛ■

※1

l l l自軸宝の保密喝扇の

儲厩郡に閲司一 Z携性

公務執行妨害

窃 盗

その他の刑医犯

その他の特月1法犯

わ か k た ’7，れ そい ろ は に I話 へ と ち り ぬ る

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■報告対象外

－■ 、－● ■－B U－■ ■－■ U－p ●一■ ■－● ■－C ■－● ■－■ ●－■ U－e C－g ■一B U－● ■一■ ■－B ■－0 ■一● 、ー● ■－■ q ＝一一一 ■ ●－， ■－， ●－， ■－

月報作成上の留意事項

|①事前確認 ｝
口業務系シ〕

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

I I②入力
ノ

ロ月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，入力漏れはないか(入力漏れが多い）

口入力する箇所を間違っていないか(行又は列を間違えて入力しているものが多い）’

I ’③確認･報告
ノ

の表矛 はないか□ ’

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか(マイナスになっているものが多い）

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



4略式月報刑事月No 01 . 12情報政策課

【2080】 表2 交通切符等既済人員表

略式命令のあったもの

不能又は

不相当
事 略式総数ｲ汁

|~『 その他
切符によるもの

’ （うち）在庁

切符によらないもの

’ （うち）在庁
交路道

総
法
数

通

一

』

非反則事件2
シイ

グロ、

反則金不納付事件３
４
５

L

（ うち）告知・通告不
能事件(130条2号）

I
再ﾄ I■

自動車の保管場所の
確保等に関する法律

ろ とは に ほ ハ、

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目

■報告対象外

1，

V，

U■■■■■ ■ ■ I■■■■■ ■ ■ I■■■■■ ■ ■ 1■■■■■ ■ 秘 ■■■■■■■■ ■ ■ I■■■■■ ■ ■ I■■■■■ ■ ■ I■■■■■ ■ ■一■ ■ l■■■■■ ■ ■ 1■■■■■ ■ ■一■ ■ Q■■■■■ ■ ■ l■■■■■ ■ ■ l■■■■■ ■ ■ ■■■■■■U■ ■ ■_

’月報作成上の留意事項

’ 1①事前確認
｡ ‐ ･~ ･~･ー ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

ｒ
Ｌ

1

②入力 ’

口月報訂正報告書を提出している場合,今月分の数値に加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，入力する箇所を間違っていないか(行又は列を間違えて入力しているものが多い）

’
1

③確認･報告舌’

|の表租□’ ’まないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01． 12情報政策課

刑事月N･ 7裁判員対象事件月報 （地方） ’ ’月報作成上の留意事項

【209()】表1 新受内訳表
|①事前確認卜①事前確認

!H珪口'c， 」

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は

記載担当者に確認したか

事 イ汁
lT 新受人員

総 数ｑ
１
２
呵
』
４
５
６
７
Ｒ
》
ｑ
〕
０
勺
１
２
３
４
Ｆ
、
６
７
８
９
〈
Ｕ
１
２
ｎ
Ｊ
４
戸
ｂ
６

．
１
１
１
１
割
１
‐
１
割
１
・
１
剣
１
罰
１
ゾ
』
，
］
２
２
２
７
】
２

現 住 建 造 物 等 放

通 貨 偽

偽 造 通 貨 行

(準） 強 帝ll わ い せ つ 致 死

(準） 強 制 性 交 等 致 死

集 団 （準） 強 姦 致 死

殺

傷 害 致

危 険 運 転 致

保 護 責 任 者 遺 棄 致

逮 捕 監 禁 致

身 代 金 拐

火
一
造
一
使
一
傷
一
傷
傷
一
人
一
死
一
死
一
死
一
死
一
取

’ ②入力' j

口月報訂正報告書を提出している場合，今月分の数値に加減調整したか’

|③確認･報告 ’③確認･報告

□ 卜襄打 は怠いか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

＋p

1力 取

強

者 身 代 金 取 得 等

致 傷盗

強 盗 致 死 （
..4，

7虫 盗 殺 人 ）

｡虫 盗
コキ

強 制 性 交 等

強盗・強制性交等致死 （強盗・強制性交等殺人）

爆 発 物 取 締 罰 則 違 反

-多ー の 他 の 刑 法 犯

銃砲刀剣類所持等取締 一
塁法 反

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の

規 制 等 に 関 す る 法 律 違 反

覚 せ い 剤 取 締 法 違 反

麻薬及び向精神薬取締法違反

麻 薬 特 例 法 違 反

そ の 他 の 特 別 法 犯そ の 他 の 特 別 法 犯

I

【入力セル】

自動計算

口手入力をする項目



01. 12情報政策課

家事月No Ⅱ家事． 訴訟等 月報

’ 未済欄＝(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と自動計算
～… 表l 総括表
～

～一参
未事 件 新 受 済既 済

(うち）参与員の関与

した既済件数(うち)簔議薦| ｛うち)調停委員会による既済件数

(うち）調停委員会に

よる既済件数

家
奉
尹 訴訟等 総 数１

？
』
ｑ
リ
４
▲
｛
ｂ
《
ｂ
７
‐
８
ｑ
）
０
１
１
２
３
４
戸
ｂ
６
句
Ｉ
Ｒ
〕
９
０
２

１
今
１
２
１
．
１
１
－
１
１
１
１
．
１
２
２

「
｜
｜
ノ

総
一
別

■
二
二
Ｂ
Ｌ

数
＝表 ※3第

(家)家事審判事件
別 表

’ （うち)別表第二

倍
弟
等２１

二

遺産分割等

総 数

別 表 第 二

| （うち)別表第二 」2等遺産分割等
(家イ)家事調停事件

別 表 第 以 外二

助(家ハ)共

(家ロ） 雑

' （ うち） 出国禁止命令

M M

(家ホ)人 事 訴

(家へ)通 常 訴

(家卜)民 事 控 訴 提

(家卜)飛躍上告受理申

(家卜)飛 躍 上 告 提

(家チ)再

(家二)家 事 抗 告 提

て

訟
訟
起
起
審
起

一
￥

‘ 〃。､ . 】

全 命 令

’ （ う ち ） 仮 処 分

(家リ）保

｜ ※2 1
(家ヌ)子 の 返 申還

一
ｒ
」

当
ユ て

ろ は に
）エ
Yd、し、

【入力セル】

自動計算 I 1報告対象外

|M冊剰欝蹴雛欝力した数値を合算する項目瞼



01. 12情報政策課

【3012】家事月No.1家事・訴訟等月報

’’ 月報作成上の留意事項

IF

1
①事前確認lH匡口Iい

｣

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載

担当者に確認したか

’
1

②入力 1

口月報訂正報告書を提出している場合1訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，民事第一審訴訟事件票(家裁)作成数と一致しているか

□※2について,仮処分事件票(家裁)作成数と一致しているか

□※3について，入力漏れがないか

(MINTASに入力されていない場合には，必要に応じて手入力をする必

要がある。）

’
1

③確認･報告盲 I

険矛 ｜まないか■

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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家事・訴訟等月報家事月No. ］
ﾄ月報作成上の留意事項

|①事前確認L①事前
ノ

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

胆020】 表2 人事・通常訴訟新受内訳表
ヨー
ロノ下

総

人事

え の 目 的

数

を 目的とする訴え

離 婚

離 縁

認 知

親 子 関 係

親一認一離一離

婚一縁一係一知

子 関

件 数

’ 1②入力
j画

一１
２
３
４

口月報訂正報告書を提出している場合，訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】
』
ソ
＋
ｂ ち

｜ ぅ

□※1について， 【3012】表の｢(家ホ)人事訴訟｣と｢(家へ)通常訴訟｣の｢新受｣欄の
合計数と一致しているか

一
つ

６
７
８
９
０１

金
一
請
一
第
一
そ

銭を 目的とする訴え

求 異 議 の 訴 え

三者異議 ・の訴え

の 他 の 訴 え

｛ 1③確認･報告
〕

□ |の表示I はないか

lハ

(注） 「人事を目的とする訴え」欄には， うち数として表示

された件名以外の「その他」の事件を含めて計上する。
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

自動計算

RMINTASから数値を取り込める項目
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少年月N･ 」少年関係月報
｜ 未済欄=(前月未済)+(当月新受)-(当月既済)｛

【40 ll】 表’総括表 一一

(前月未済)＋(当月新受)－(当月既済)と ’ I

l月報作成上の留意事項
自動計算

壱
未 |①事前確認卜①事前確認事

一
総

件
一
数

新受 既済 済

１
２
３

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか総 数

※’ ’一 般 保 護 事 件

I
1

②入力’
（うち）

業務上

（ うち）

過失運転致死傷及び
(重）過失致死傷事件

危険運転致死事件

少年保護事件 ｜
グ

ロ月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

4

５
６
７
８
９
０
１
２
３
４

１
１
１
１
１

（ うち）危険運転致傷事件（ うち）危険運転致傷事件 【本表において特に注意すべき点】

道路交通保護事件

（うち） 反則金不納付事件（ うち） 反則金不納付事件

□※1について‘一般保護事件の既済に計上があり‘送信した事件票がない場合，
「ゼロ件報告｣を送付したか

準 少 年 保 護 事 件
口手入力をする場合， 「(うち)｣数の欄に入力漏れがないか

成
一
少
一
少

州
一
年
一
年

事
一
審

事件 （第一審 ・ 再審）

判 等 共 助 事 件

審 判 雑 事 件

’ （ うち） 少年補償事件（ うち） 少年補償事件

’
1

③確認･報告百 1

□ |の表示 はなし 1か
成 人 刑 雑 事 件事

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

ろし、 は

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には， 手入力をする項目）
口手入力をする項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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少年月N･ 】少年関係月報

IAQ22】 表2 少年保護表

新 受

知事・児童

相 談所長

告Ⅱ義

抗
差
移

告審
戻

等
し
送

事 件 総 数検察官 司法警察員 調査官報告 少年法55条移送 家裁移送 ・ 回付

強 制 非強制 保護観察所長一般人

受
ｊ
上
ｊ

側
ち
務
ち

う
業
ぅ

一
〃
１
１
Ｊ
ｆ
ｋ

（うち）
業務上

ち）

保 護 事 件

過失運転致死傷及び
(重）過失致死傷事件

危険運転致死事件

過失運転致死傷及び
（重）過失致死傷事件

危険運転致死事件

1

2

１

うち） 危険運転致傷事件うち） 危険運転致傷事件I

道路交通保護事件

（ うち） 反則金不納付事件うち） 反則金不納付事件

b

6

ろ は と ちほ ぬり るへi,＝

月報作成上の留意事項

’
1 1

①事前確認
1脚犀ﾛL， ②入力 ｜

＝－．一一一一一一一一一一一〆

口月報訂正報告書を提出している場合，訂正分の数値を加減調整したか

j

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか
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既 済

検
送

察 官
致

保 護 処 分 知
談 Ｐ

ｒ
Ｉ

壺
尹
一
砂

児
長
童
送
相
致少年院送致

総 数 保護観察 児童自立支援施設・
児童養護施設送致

審判不開始不処分 移送・回付 従たる事ｲ4

少年法20条．

23条 1 項
少年法19条2

項・ 23条3項 初
』
忌
幸
三 特 別噸 等I 第1種医 療 第2種 第3種 強 制 非強制

＝一一＝一 ロ ロ I ロ ■ 1 1 リ ロ 1 1 ．

I

を わ か よ た ｵ’ そ ざ王 趣__l お く や な ら む ゐ のフ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には， 手入力をする項目）
口手入力をする項目

I
1

③確認･報告盲 I

■の表剥□ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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少年関係月報少年月No. l

【4032】 表3処遇勧告表

少年院送致の う ち
初
の

錘
－
，
》
わ

等
角・

つ

与
弟
の

種
ち

中
の

１
う保護観察のうち

交通短期

勺

事 /斗
lT‐

特別短

期間
･･般短期 特修短測 一般短期 特修短期 短期間

総 数1

一 般 保 護 事 件

〕
３
４

I ‐ Ⅱ

(うち）過失運転致死傷及び
業務上（重）過失致死傷事件

｜ ’ ｜ ’道路交通保護事件

漠 は に ほ I へ とい

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

■報告対象外

月報作成上の留意事項

’ L
①事前確認

凹圧回心 1

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

’
1

②入力 1

’
口月報訂正報告書を提出している場合､訂正分の数値を加減調整したか

□NAVIUSから出力した場合， 「従たる事件｣による数値を除いた数値となっているか

’
1

③確認｡報告古 I

｜ ｜⑳
｜

’
□ 表示 まないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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少年関係月報少年月No. 1

未済欄＝(前期未済)＋(新受)一(既済)と自動計算

【40421 表4試験観察表
～＞

未 済

（試験観察中）

窪
不
マ
ｊ

試験観察
決 定

試験観

終事 件

総 数I

身柄付き２

過失運転致死傷及び

業務上(重)過失致死傷事件
補導種別 補導のみ３

４
５
６
【

の他そ

総 数

道 路 交 通

保 護 事 件

身柄付き

補導種別 補導のみ

その他8

い ろ は

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

’ 月報作成上の留意事項

I
1

①事前確認
1

’
口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

{
1

②入力 1

’ 口月報訂正報告書を提出している場合，訂正分の数値を加減調整したか

Fr

L

1

③確認･報告盲 」

の はないか表示’■

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

□「未済｣は業務系システムの未済の数値と一致しているか

□「未済｣がマイナスになっていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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少年関係月報少年月No. l

【4050】 表5観護措置表

1

２

３

い

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

I

’月報作成上の留意事項

’
1

①事前確認'判圧同心 j

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか’
’

1

②入力 I

口月報訂正報告書を提出している場合,訂正分の数値を加減調整したか

|③確認｡報告卜③確認｡報告。羊Ⅸ戸

ロ の表示 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

総 数

一般保護事件

道路交通保護事件
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少年関係月報少年月No. 1

【4060】 表6簡易送致事件表

’ ’
1

1

い

【入力セル】

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

’ 月報作成上の留意事項
Ｆ
Ｌ

1

①事前確認月ll I

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

Ｆ
Ｌ

1

②入力 」

口月報訂正報告書を提出している場合訂正分の数値を加減調整したか

【本表において特に注意すべき点】

□「o｣又は｢未入力｣の場合,｢要確認報告｣を作成したか

Ｆ
Ｌ

1

③確認･報告､報舌 I

’ はないか表示’■

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

既 済 総 数
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《月報データの入力方法（民事MINTASを除く） 》
/‐ ~、

（1） 対応している項目については業務系システムから月報データを出力して読込み

を行い，対応していない項目については数値を手入力する方法． ． ．①

（2） 数値を表様式に直接手入力する方法． ． ．②

※民事MINTASには，月報数値の月報．年表入力システムへの自動反映機能があります。

※業務系システムに対応している項目の確認は‘ 「月報作成上の留意事項」の各表を参照してください。

※誤入力を防止するため'業務系ｼｽﾃﾑが対応している項目については雲てデｰﾀの読込みを行い'そ
， れ以外の部分のみを手入力で補う①の方法を推奨します。

L量一一一一 一一ノ

《留意事項》

●「月報作成上の留意事項」①事前確認

●「月報作成上の留意事項」②入力

※業務系システムから出力されたデータについて，
読込みを行ったか

※業務系システム又は民事MINTASから反映される部
分以外の数値について，手入力を行ったか

※業務系システムから出力されたデータを読み込ま
せた場合に，次のような二重入力をしていないか

・ 業務系システムにより既に読み込まれた数値を，
手入力すべき表に重ねて手入力していないか

。 読み込んだ数値と手入力した数値の合算値が報
告値となる項目について，手入力すべき表の該当

項目に合算値を手入力していないか

《報告までの流れ》

■■■■
……ゞ~こ堂 ご菫蘇，

承認待

、ジニ琴－－■■■量--:一…一'豈菫デノ
、

i′ 「データ表示」機能から登録 、

した月報を開き，

①報告数値（未済数値含む）

②■■■■■■及び■■■！
■■の表示の有無 ’
を確認
～

ー≦藩一一一

承認待

《データの入力》

月報マニュアル③「入力編」
P8～17

《データの修正》
月報マニュアル③「入力編」
P18～23

◇ ｜ ｜ポﾀﾝの押下

●「月報作成上の留意事項」③確認・報告

※ 「データ表示」中， 「庁データ」 （民事MINTAS

を含む場合は｢庁側INTAS鍔悪撫鵠田圃画

《庁データ》

月報マニュアル③「入力編」
P56～57

ノ

※ ’ ｜を解消したか
※ ’ ｜は,入力数値を
改めて確認し，誤りがない場合は「要確認報告」を
提出したか

※報告期限までに「承認待」状態になっているか

《照合エラー・要確認》
エラー・要確認項目一覧表

《要確認報告》
統計事務連絡別紙第1の1
（1）

【報告期限】毎月15日

◇期限が土日祝の場合，直前の開庁日までに登録が

必要

◇夏期（7月分報告）の期限は8月22日

《報告期限》

総長通達別表第2報告期限到来

で
』

《月報・年表の訂正に関する報告》
統計事務連絡別紙第1のl

（5）

《訂正の方法》
課長通達第3

◆以上の資料は統計システム

ダウンロードページからダウ

ンロードできます

承認済

■

一
一
一

↓
二
三
一一

了一元
坐
ロ報

、
一
二
一
一 －※報告期限後， 月報に訂正の必要が生じた際には

「月報・年表の訂正に関する報告」を提出したか

《参照資料》
◆総長通達
H17． 1．31付け事務総長
通達「裁半'1統計報告につ
いて」

◆課長通達
H17． 1．31付け情政課長通
達「裁判統計報告に関す
る事務の処理について」
◆統計事務連絡
H31.4.5付け情報政策課

参事官事務連絡「裁判統

計報告に関する事務処

理の報告方法等につい

て」

◆月報マニュアル
月報・年表入力システム
利用マニュアル



01. 12 情報政策課

【民事・行政】 裁判統計月報・年表一覧

報告

様式

MINTASに

よる報告
提出庁 種 類 表番号 様式名 備考

【1010】 表1 総括表

簡裁 民行月 No. l 民事・行政月報（簡易） 【1020】 表2 通常訴訟新受内訳表

表3 支払督促に対する仮執行宣言の申立新受表【1035】

【1040】 表l 総括表 △

【1050】 表2通常・人事訴訟新受内訳表 ○

地裁 民行月 NC2民事・行政月報（地方） －

月報 【1060】 表3免責申立新受・既済・未済表 ×

【1065】 表4破産手続開始決定表 ×

高裁 民行月 No.3民事・行政月報（高等） 【1070】 表1 総括表 ○

【1410】

【14201

(A表）

執行官月 No.l 執行官事務月報執行官 (B表）

【14301 (C表）

【1111】 表1 訴訟・調停新受の訴額等内訳表

民行年NO2民事・行政年表（簡易） （その1） Ill20】 表2 調停の受理区分表

111301 表3督促事件の支払督促に対する結果表

【11401 表4 未済の審理期間表 (A表） 通常訴訟
簡裁

11150】 表4 未済の審理期間表 (B表） 保全

民行年NC2民事・行政年表（簡易) (その2） 【1160】 表4 未済の審理期間表 (C表） 調停

【1165】 表4未済の審理期間表 (D表） 少額訴議

【11701 表5雑新受内訳表

Ill80】 表1 民事控訴新受内訳表 ○
民行年NC2民事・行政年表（地方) (その1）

112011 表2 訴訟・調停等新受の訴額等内訳表 ○

11210】 表3 未済の審理期間表 (A表） 訴訟△

△
抗告，非

訟，保全，

労働審判

【1220】 表3 未済の審理期間表 (B表）
民行年No2民事．行政年表（地方) (そのZ）

【1230】 表3 未済の審理期間表 (C表） 執行． 倒産等

調停

×

【1240】地裁 表3 未済の審理期間表 (D表） ○

【1250】 表4調停の受理区分表 ○

民行年NO2民事・行政年表（地方） （その3） 【1260） 表5 非訟新受内訳表 ×

表6破産事件等の既済・未済表11270】 ×
｜
△

年表
【1280】 表7雑新受内訳表 (A表） 行政雑

民行年・ NC2民事・行政年表（地方) (その4） 【1290】 表7 維新受内訳表 (B表） 民事雑 △

【1300】 表7雑新受内訳表 (C表） 執行雑 ×

【1310】 表1 民事控訴・上告新受内訳表 ○
民行年N0，2民事・行政年表（高等) (その1）

【1331】 表2 訴訟新受の訴額内訳表 ○

【1340】 表3 未済の審理期間表 (A表） ○ 訴訟

【13501 表3 未済の審理期間表 (B表）

表4抗告表新受・既済・未済表(A表）

抗告○

高裁
民行年No．2民事・行政年表（高等) (その2） 【1360】 ○ 民事・行政抗告

Il365】 表4抗告表 ○ 許可抗告

表）抗告及び抗告許可の申立ての要旨ヱ表4 抗告表 （B
蓑

11370】 △

表5 抗告表（原裁判所が家庭裁判所の事件) (A表）抗
告申立ての要旨表

民行年No2民事・行政年表（高等) (その3） 11385】 ○

【1440】 (A表）

【1450】 (B表）

執行官 執行官年No.1 執行官事務年表 【14601 (C表）

11470】 (D表）

11480】 (E表）

簡裁

地裁

高裁

△

(地裁）

(高裁）

ちよう用年No.1 ちょう用印紙額年表 【1500】

※黄色で色付けさオした表が， 「月報作成上の留意事項」及び「年表作成上の留意事項」 として提供しているもの
※ MINTASによる報告の「△」は， 月報・年表入力システムを利用して報告する部分が混在するもの
該当部分については，平成31年4月5日付け情報政策課参事官事務連絡「裁判統計報告に関する事務処理の
報告方法等について」の別紙第3を参照（事務連絡は統計システムダウンロードページから取得可能）

【統計システムダウンﾛｰドぺｰジURLI I



01. 12情報政策課【刑事】 裁判統計月報。年表一覧

報告

儀式
提出庁 種 類 表番号 様式名 備考

刑事月 No.l刑事月報（簡易） 【2010】 表1 総括表

【20711 表1 略式内訳表

簡裁 刑事月 NC4略式月報

表2 交通切符等既済人員表120801

刑事月 No6被疑者の国選弁護人請求月報 表1 新受・既済内訳表【2340】

刑事月 No.2刑事月報（地方） 【2030】 表1 総括表

月報 刑事月 No.7裁判員対象事件月報（地方） 【2090】 表1 新受内訳表

表1 医療観察内訳表【2310】

地裁

刑事月 No．5 医療観察月報（地裁） 【2320】 表2 被害者に対する通知申出表

【2330】 表3原決定取消・差戻等新受表

刑事月 NC‘6被疑者の国選弁護人請求月報 表1 新受・既済内訳表【23401

刑事月 No.3刑事月報（高等）高裁 表1 総括表【2050】

刑事年N0．1 令状年表 【2110】

刑事年NC2被告人の処遇（勾留・保釈関係）年表 【2120】 表1 勾留・保釈に関する手続表

簡裁 【2150】 表1新受内訳表

刑事年No.3刑事雑事件年表

表2処分結果表12160】

刑事年N･4刑事未済年表 表l 未済事件の審理期間表（簡易）【21701

刑事年No.1 令状年表 【2110】

刑事年No.2被告人の処遇（勾留．保釈関係）年表 【2120】 表1 勾留・保釈に関する手続表

【2150】 表l 新受内訳表

刑事年NC3刑事雑事件年表

地裁 【2160】 表2処分結果表

年表 刑事年No．4刑事未済年表 【2180】 表2未済事件の審理期間表（地方）

【22001 表l 医療観察内訳表

刑事年No.5医療観察年表

【2210】 表2鑑定入院命令・決定表

刑事年N0,1 令状年表 【21101

刑事年No.2被告人の処遇（勾留・保釈関係）年表 【2120】 表1 勾留、保釈に関する手続表

高裁 121501 表l 新受内訳表

刑事年NC3刑事雑事件年表

【2160】 表2処分結果表

刑事年No.4刑事未済年表 【21901 表3 未済事件の審理期間表（高等）

簡裁

地裁

高裁

ちよう用年NC1 ちょう用EI]紙額年表 【15001

※黄色で色付けされた表が， 「月報作成上の留意事項」及び「年表作成上の留意事項」 として提供しているもの



01. 12情報政策課

【家事】 裁判統計月報・年表一覧

|薦’
報告

様式 |表番号’表番号 ｜提出庁 種 類 様式名 備 考
一

【3012】 表1総括表

家事月 No.l家事・訴訟等月報月報 家裁

人事・通常訴訟

新受内訳表
I30201 表2

家事年No.l家事審判事件細別年表 【31131

家事年NO.2家事調停事件細別年表 【3122】

調事
表
家
年
び
間
及
期
件
理
事
審
判
の
審
件
事
事
家
停

３比年事家 【3142】

圭司審判前の保全処分及
衣上びその取消事件表

【3172】

【3182】 表2過料の裁判表

家事年No.4その他の家事事件年表
－ －－I

【3200】 表3家事手続案内表

【3230】 表4雑新受内訳表

年表｜家裁

家事年No.l

家事審判事件
細別年表の内数

【3213】 (A表）

家事年NO.5家事渉外事件新受年表

家事年No.2

家事調停事件
細別年表の内数

(B表）【3223】

表Ⅲ蕊議蕊‘〕【3240】

表’蕊藷襄済の家事年No.6訴訟等事件年表 【3250】

表$蕊総妻件未済の【3260】

ちよう用年No.1ちょう用印紙額年表 【1500】

※黄色で色付けされた表が， 「月報作成上の留意事項」及び「年表作成上の留意事項」 と
して提供しているもの



01. 12情報政策課

【少年】 裁判統計月報・年表一覧

|鱸 |表番号’表番号提出庁 種 類 様式名 備考

【4011) 表1総括表

【40221 表2少年保護表

【4032】 表3処遇勧告表
家裁月報 少年月No.l少年関係月報

【4042】

【4050】

表4試験観察表

表5観護措置表

【4060】 表6簡易送致事件表

【41121

【4131】

少年年No.1 少年保護事件行為別新受内訳年表

少年年No.2 試験観察年表 (A表）保護処分取消

決定のあった人員等。
【4140】

【41501

少年年No.3

少年年No.4

少年審理期間年表

(B表）収容継続申請

の認容された収容期
間。

準少年保護年表(A表）
家裁年表

少年年No.4 【4160】 準少年保護年表(B表）

(C表）準少年保護事
件既済人員の審理期

間。

I4170I少年年No.4

少年年No.5

ちょう用印年No.1

準少年保護年表(c表）

【4210】 少年審判雑事件年表

11500】 らよう用印紙額年表

※黄色で色付けされた表が， 「月報作成上の留意事項」及び「年表作成上の留意事項」 と
して提供しているもの



01. 12 ,|青報政策課

民行年N･ ］ 民事・行政年表（簡易） （その’） 年表作成上の留意事項

【1111】 表1 訴訟・調停新受の訴額等内訳表
’ 民二 事 訴 訟 事 洞 ’ I①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し‘月報訂正報告書を提出している場合， 12月
分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

民事調停

事 件
価 額 階 級 通 常 訴 訟

|金 銭|建 物|土

手形・小切手

訴 訟地

’
…|〔｢~粟~盲 ｝ 1－烹了7総Ｉ

リ
》
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１

数
一

3()万円まで

60万円まで

9()万円まで

’ ’140万円まで
②入力

200万円まで ノ

ロ数値を手入力する場合,誤ってー画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力す~るのではなく‘年間数値をまとめて手入力する

場合には． 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

・ 月報【1010】の(2．い)の年間累計数

・ 月報【1020】の(1 .い)の年間累計数

□※2について,月報【1020】の(2．い)の年間累計数と一致しているか

□※3について，次の数値と一致しているか

・ 月報【1010】の(21．い)＋(24.い)＋(26.い)＋(27．い)＋(30.い)＋(31 ．い)＋
（34･い)の年間累計数

500万円まで

l()()(〕万円まで

50〔)0万円まで

’ 億円 ま で

5 億 円 ま で

10 億円 ま 託

50 億円 ま で

50億円を超える

算 定 イ、 能

非目ｵ･産権卜の単、の 垂完r11つnlmイ1 1 ，1

(補足）ろ は
Iテ

ヮー ほ J、

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

口仮既済等再開により新受計上した件数について． （15)のいずれかに計上されているか

I 1③確認･報告
ノ

ロ ｜の襄圖 ｜はないか
【｢承認待j状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 ． 12情報政策課

民行年N･ ］ 民事・行政年表（簡易） （その’） ’ 年表作成上の留意事項

11120】 表2 調停の受理区分表

I 1①事前確認
新 受 総 数 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

(うち） 申
』
Ｌ

一

、

三

一

事 件

Ⅷ 噸|定型書面|書の他；
その他の

書 面
; 1 頓 定型書面

｜ ※’ ’総 数

(うち） 貸金業間係

信 販 関 係

(うち） 貸金業間係

信 販 関 係

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
１
１
１
１

｜ ※2 1

函
一
画 I I般

一
貸
一
信

貸

信

(ﾉ） 一

応
(うち）

調
業金
販

金業

販

停
係
係

閨

閨

閨係

閨係

②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤っ眉 の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す

る場合には， 「12月」を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，次の数値と一致しているか

・ 月報【1010】の(21 .い)+(24'L,)+(26.い)＋(27．い)＋(30．い)＋~(31 .い)＋

（34.い)の年間累計数

・年表【1111】の(1 ．へ）

□※2について‘月報【1010】の(22･い)＋(28．い)＋(35.い)の年間累計数と一致してい

るか

□※3について，月報【1010】の(23.い)+(29°い)+(36･L')の年間累計数と一致してい

るか

□※4について，月報【1010】の(21 ･L,)の年間累計数と一致しているか

(ﾕ） 宅 地建物 調停

｜ (うち） 地代借賃増減調停(うち） 地代借賃増減調停

(ｾ） 農 事 調 停

(ﾒ） 商

F
(うち）

事
一
貸
一
信

貸

信

事
係
係

〃
ｌ

関

閏

関係

閏係

調
業金
販

金業

販

通 調 停(交） 交

(公） 公 害 等 調 停

(特/）特 定 調 停

(補足）

’(うち） 貸金業関係

信 販 関 係

い ’ ろ は に

I
【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

■報告対象外

③確認･報告
ノ

□ ’ ｜の驫示ロ ｜はないか
【｢承認侍｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取

り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 . 12情報政策課

民事・行政年表（簡易） （その2）民行年No. 1

【1140】 表4未済の審理期間表 (A表）

1年

以内

6月

以内

2年

以内

3年

以内

4年

以内
5年

以内

10年

以内

10年を

超える
事 件 総数

(ﾊ） 通 常 訴 訟

(少.） 少額訴訟から通常移行

１
２

ろい は ほ へ と ち りに

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

ﾛ■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ 官 Q■■■■■ ■ ■一■ ■_■ 回 ■■■■■■ ■ ■一■ ■ I■■ ■ ■ ■ ■ 回 ■ ■ ■ ■ 0

｜ 年表作成上の留意事項

|①事前確認 ｝①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合，

12月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

〃

Ｌ
1②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく､年間数値をまとめて手

入力する場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1010】の(2･は)と一致しているか

Ir

L

I③確認･報告
ノ

｜ ’の表示 |はないか■

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムか
ら取り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01, 12情報政策課

民行年N･ ’民事・行政年表（簡易） （その2） ’年表作成上の留意事項

【lLbp】 表4 未済の審理期間表 (C表）

I I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

3月

以内

6凡

以内

1年

以内

2年

以内

3年

以依

4年

以内

5年

以内

10年

以内

10年を

超える

市r
可牙 {fl 総数

総 数

１
Ｚ
３
４
５
６
７
８

L塗国]」(ﾉ） 一般綱惇 □1~1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12
月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか(ﾕ）宅地建物調停

(ｾ）農享細l 停

I I
(ﾒ） 商事捌停

②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合，誤っ1－1■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1010】の(21 ．は)と一致しているか

(交）交通調停

(公）公害等調停

(特ﾉ)特定澗停

ろ I士い ろ は iこ ほ へ と ち I】 ぬ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

I I③確認･報告

ゆ表示□’ まないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民事・行政年表（簡易） （その2）民行年No. 1

【1165】 表4未済の審理期間表 (D表）
ｎ
月
シ
え

手
を
ブ
。

６
超

幸
手

〃+・
'十

弘公 数小心 1月以内 3月以内 6月以内

(少.）少 額 訴 訟

(少工）少額訴訟判決に対する異議申立て

１
２ …］

い ろ

(注） （少.)少額訴訟には,少額訴訟から通常移行したものを除く。

は に ほ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ I■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■I■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■

| 年表作成上の留意事項

Ｆ
１
Ｌ

1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担
当者に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合，

12月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

’ 1②入力
ノ

口数値を手入力する場合,誤っ園 回画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手

入力する場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1010】の(5･は)と一致しているか

1’ ③確認･報告 ノ

’ ’ 表の示□ はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムか
ら取り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民行年N･2民事・行政年表（地方） （その1）
年表作成上の留意事項

【1180】 表1 民事控訴新受内訳表

|①事前確認 I①事前確認
ノ

一
訴
一
訟
帖

え の 目 的

数

目的とする訴え

買代金（売掛代金を含む）

金

替金 . 求償金等
信販閨係事件に限る）
通事故による損害賠償
慰謝料奔含す？ ）

の他の損害賠償
尉謝料奔含す,， ）

形・小切手金（異議を除く）

形 ・ 小切手異議

銭債権債務存否確認

友による損害賠償
｜ 料奔含す？ ）

』 の損害賠償
i 料奔含す,， ）

切手金（異議を除く）

小切手異議

権債務存否確認

件数

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者
に確認したか

I 粟可 I
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２

金銭を

(うち）売買代金（売掛代金を含む）(うち）売

貸 金

立替金 ・ 求償金等
（信販閨係事件に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料奔含す？ ）

その他の損害賠償
（ 尉謝料奔含す,， ）

手形・小切手金（異議を除く）

貸蚕州麦」そ〃！

手形

I 1②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※’について,次の数値と一致しているか

・年表【1201】の(1 ･L,)

・ 月報【1040】の(5･い)の年間累計数手形手形
(補足）

金銭債金銭債

建物を 目 的 と する訴え

土地を 目 的 とする 訴 え

(境界（筆界） に関する訴えを除く）

|③確認報告I③確認･報告

』

請 求 異 議 の 訴 え

第 者 異 議の訴え三

□ P表計 はないかそ の 他 の 訴 え

（金銭建築請負代金等

を目的建築玻疵による損害賠償

医療行為による損害賠償
とする

公害による損害賠償

訴えの労働に関する訴え

うち） 知的財産権に関する訴え

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

労働 に 関す る 訴 え

（金銭を目的とする訴えを除く ）
知的財産権に関する訴え

（金銭を目的とする訴えを除く） 【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目
公害に係る差止めの訴え

境界 （筆界） に関する訴え

し、

(注） 「金銭を目的と-する訴え」欄には,うち数として表示

された件名以外の「その他」の事件を含めて計_上する⑨



01. 12情報政策課

民行年No. 2 民事・行政年表（地方) (その1)

【1201】 表2 訴訟・調停等新受の訴額等内訳表
民 事 訴 訟 事 件

第 審
(ﾀ） 行政

第一審

訴訟

手形・

小切手

訴訟

事
停
件

働
判
件

労
審
事

民
調
事

価 額 階 級
総数 (ﾜ） 通 常 訴 訟控訴 事

訟
人
訴

金銭 建物 土地

総 数ml 函翻団
30万円まで

60万円まで

90万円まで

140万円まで

200万円まで

500万円まで

1000万円まで

5000万円まで

’ 億円 まで

5 億円まで

10億円まで

50億円まで

50億円を超える

1

］
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１ 算 定 不 能

非財産権上のもの
1､ フ ク華

VE ノブ ヤム に ち り ぬ るほ へ ン
一

【入力セル】

自動計算

EJMINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

一■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ﾛ ﾛ■■■■■ ■ 写 4■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■ I■■■■■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ ロ■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ●一■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ B■■■■■ ■ ■ Q■■■■■ ■

I年表作成上の留意事項

I 1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか ’’
I I②入力

【本表において特に注意すべき点】

※1について，月報【1040】の(5．い)の年間累計数と一致しているか

※2について，月報【1040】の(2･い)の年間累計数と一致しているか

□※1に

□※2に

□※3に

（補足）

ルー豹1 .でい鳥か

口仮既済等再開により新受計上した件数について， （15)のいずれかに計上されているか

I 1③確認･報告
ノ

い表示’ﾛ’ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民事・行政年表（地方） （その2）民行年No. 2

【12101 表3未済の審理期間表 (A表）

「再総数
(うち）

合議

6月

以内

年
内
１
以

年
内

ワ
空
Ｎ
以

3年

以内
10年を

超える

4年

以内
年
内
５
以

10年

以内

壷

手1 件

皿

■
函

皿
ｌ
一
団
函

訟
訟
訴
訟

訴

訴

常
訴通

審

審
事

切
一
例
一
切
一
ｍ

第
一
人
一
控
一
第

１
句
＆
ｑ

4

い ろ は
1デ

イー ほ へ
し

」 ち り ぬ

【入力セル】

自動計算

gMINTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

■報告対象外

■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ p ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ 丘 ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■■ ● ■ 1 ■ ■ ■ 『 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

年表作成上の留意事項

’ I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか’
’ 1②入力

ノ

ロ数値を手入力する場合誤っ園 回画面に手入力していないか
（補足)「1月」から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力する場合には，
「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1040】の(2｡は)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【1040】の(5･は)と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【1040】の(59｡は)と一致しているか

□※4について，入力漏れがないか(必ず手入力）

|③確認報告}③確認･報告
ノ

ﾛ’ 卜表示 はなし ､か

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12 情報政策課

民行年N･ 2民事・行政年表（地方） （その2） ’年表作成上の留意事項

"表3 未済の審理期間表 (B表）

I ’①事前確認
3月以

内

6月以

内

1年以
内

2年以

内

2年を

超える

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

事 件 総数

(ｿ） 抗

(ﾁ） 民 事 非

’ 告
一
訟

２
３
４
８
５
６
ワ

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し‘月報訂正報告書を提出している場合， 12月
分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか商 事 非

(上）
〈特別清算を除

訟

）

(借ﾁ） 借 地 非 訟

｜ (うち) 織災借地非訟(うち） 被災借地非訟

I ’②入力

図
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

(ﾖ） 保 全 命

（うち） 仮 処(うち） 仮 処

令
一
分 分、

函(労） 労 働 審 判

い ろ は に ほ へ

【入力セル】

自動計算

gMINTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

12月分の月報【1040】の(19．は)と一致しているか

12月分の月報【1040】の(20･は)と一致しているか

12月分の月報【1040】の(78.は)と一致しているか

□※1について

□※2について

□※3について

’ ③確認･報告

□ の表イ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 ． 12情報政策課

民行年N･2民事・行政年表（地方） （その2） 年表作成上の留意事項

’ 1u2301 表3 未済の審理期間表 (C表
①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記敏担当者に

確認したか

□ 1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合‘ 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

l 〔） 年を

超える
予I＃ I 総数 6月以内 1年以内 3年以内2年以内 5年以内 10年以内

－塁』 借(ﾘ） 配 当 等 手 続 債 債 債情1 篭 債

※21
－

不動強 制

執行

不動 不動(ｽ) 不動産笄執行 不動 不動 不動 不動

’ _塗］ 債(ﾙ)償柿. 等執行 情 借へ
』
４
『
底

j害
:星 償 借 債

I
n

I_鑿｣担保椎

実 行

不動 不動(ケ）不動産等担保模実行 不動 不動 不動不動 不動

L塗］ 償(ナ）傭椛等担保権実行 債 債 借僧 償 債

’ 1企〕 企婁担保梅実行6

②入力

Lxg_l 砿 破 破(ﾌ） 破 破 破 破 破産

口数値を手入力する場合’誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月」から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力す

る場合には‘ 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について． 12月分の月報【1040】の(25．は)と一致しているか

□※2について' 12月分の月報【1040】の(27．は>と一致しているか

□※3について． 12月分の月報【1040】の(29．は)と一致しているか

□※4について， 12月分の月報【1040】の(31 ．は)と一致しているか

□※5について． 12月分の月報【1040】の(33．は)と一致しているか

□※6について， 12月分の月報【1040】の(35．は)＋(38．は)と一致しているか

l訂』 耐
一一一.

､

(再） 閂 通再 通再 通再 涌再９
０
。
’
ワ
】
恥
』
“
４
８
５
６
句
Ｊ

１
１
１
１
１
１
１
１
１

通再 通再 通再
生

(ﾐ） 会 社 史 生

(上）の

うち

&1号 睡 埋尖

’特 別 清 算

(船） 船舶所有巷等背任制限

<油） 油溺損害賠償責任制限

(集) 而 易 吋 定

個再 個再個再 個再 個再(再ｲ） ′1，規模個人再生 個再 個再

個再 個再(再’） 総与所得者等再生 個再 固再 個再 個再 個再

’ ③確認･報告不動 不動 不動 不動 不動(財ﾁ） 財 産 ｜州 示 不動 不動 ノ

D1 F表圓 ｜はないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して，統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

い ろ は に ほ へ と

（注） 「 (再)再生｣欄， 「(再ｲ)小規模個人再生｣蝋「(再画)給与所得者等再生｣柵1及び「(ﾐ)会社更生j棚
には‘ 再生計画認可決定後の未済事件及び更生計画認可決定後の未済事件をそれぞれ除いた件数
を計上する。

【入力セル】

自動計算

｢天罰民事執行処理ｼｽﾃﾑ(不動産)から数値を取り込める項目

｢屑~]債権執行事件管理プﾛゲﾗﾑ(債権)から数値を取り込める項目

｢蕗~］破産事件処理プﾛゲﾗﾑから数値を取り込める項目

｢蓮司通常再生事件処理プログラムから数値を取り込める項目

｢屑司個人再生事件処理プﾛグﾗﾑから数値を取り込める項目

｢－］手入力をする項目

■■報告対象外

I

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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民事・行政年表（地方） （その2）民行年NC 2

【1240】 表3未済の審理期間表 (D表）

6 月

以内

3年

以内

4年

以内

5年

以内

10年

以内

3 月

以内
1 年

以内

2年

以内
10年を

超える
事 件 総数

数総

１
２
３
４
５
６

函(/）一股調惇

(ﾕ） 宅地建物調停

(ｾ） 農事調惇

(ﾒ） 商事調停

(ｽ）鉱害調惇

(交）交通調惇7

(公）公害等調停８
９ (特ﾉ）特定調停

は に ほ へ と ち り ぬろい

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ー■ ■一■ ■ ■■■■■■ 自 ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■

年表作成上の留意事項
r

1
h塁

I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

’ I②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1040】の(47･は)と一致しているか

ｒ
Ｌ

1③確認･報告
ノ

□ ゆ表示 ｜まないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



()1． 12情報政策課

民行年KO2 民事・行政年表（地方） （その3）
I

I

l
年表作成上の留意事項

I
【1250】 表4調停の受理区分表

’①事前確認
新 雪

へ 総 数

立 て

雄型書面|豊の仙の｜繭
その他の
菫 ｜繭三

定型書面

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

(うち） 申 立 てざ1F
牙矛 {4

i． 頭

i x' !数

(うち）貸金業関係

信販 関 係

(うち）貸金業関係

信販 関 係

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８

１
１
１
１
１
１
１
１
１

繕

ー I I②入力
l x3 1

｜ ※4 1 【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

。 月報【1040】の(47．い)+(50.い)+(52･い)十(53.い)＋(56.い)＋(57．い)＋

（58.い)＋(69．い)の年間累計数

・年表【1201】の(1 ･ぬ）

□※2について．月報【1040】の(48.い)＋(54.い)＋(70.い)の年間累計数と一致してい

るか

□※3について，月報【1040】の(49.い)＋(55.い)＋(71°い)の年間累計数と一致してい
るか

□※4にTzur.月報【1040】の(47･L,)の年間累計数と一致していゐか

‘繍雇' |－

(ﾉ） 般

（うち）貸

信

(うち）貸

信

調

金業開

販 関

金業関

販 関

停
一
係
一
係

係

係

(ﾕ） 宅地建物調停

（うち）地代借賃増減調停

(ｾ） 農 事 調 停

(ﾒ） 商 事 調 停

（うち）貸金業関係

信 販 関 係

(うち）貸金業関係

信 販 関 係

(ｽ） 鉱 調 停害

(交） 交 通 調 停

{ I③確認･報告(公）公 害 等 調 停
ノ

口■の表示
(特ﾉ）特 定 調

（うち）貸金業隣

信販 関

(うち）貸金業隣

信販 関

停
一
係
一
係

係

係

はなLﾛ 1か

ろ は にし
～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

【入力セル】

自動計算

園MINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外
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民事・行政年表（地方） （その3）民行年No. 2

112701 破産事件等の既済・未済表
~T－ －~－ 受

日 受

表6

庇
一
斬
一

既

閲始決定削

所 涜 ’
0

”E

皇
共

（うtﾉ）

1M 姑路可換定め

欧定後あった1， 〃】

（つTﾉ）

認可換定め
おっプ・ $‘ 〃】

僻1姑決定藍

ⅢI 始

決定前

iⅡI 鮒

決定性

当年中に洲

飴決定の

あつノーもの

側 始

決定前

開 始

渋定俊

当年中に認
可決定の

あったt〕びり

小 件 泉上'1 叉

I･上却下

肥 牧 総故 始
前定

川
択

穐 放 栂 哉總 敗 総教敗 一F 1ノ その他 終 肘 総孜その他

! ' ｛”鰭 産
｣l . ' ,m Z

副 (再） 両 生

4 《"会 社 更 生

§化!‘, ｜ ；’ 寵 ：
‘ぅら |特 ％1 滴 頁
7 〔再 1） "1, j見帽燗へ再生

8 （再p）給与所得者寺再生

化)01

うら

’二1 …壁画…… Pﾛ■■
唾…垂重亘｜“面言
Eニニーエニーコ'’
=1 11 F=Z

F叉I■■｜ ｜ 庁一
｢耐FZl l~亜一雨再一
也』f--“｣ロ ｜ "鰯阿 一雨忘
れ そ つ ｵ』 な

’
－－

…

一↓、
り ぬ ろ を わ か 上

【入力セル】

F頭一]破産事件処理プログラムから数値を取り込める項目

「邇両~]通常再生事件処理プログラムから数値を取り込める項目

「面育~]個人再生事件処理プログラムから数値を取り込める項目
一● ｡一｡ ■一■ ●一■ ■ー■ ●一■ ■一■ ■一● 缶一

「~~~。自動計算

「~_。手入力をする項目

R報告対象外

一■ ■一■ P一旬 ｡－

一色 ■一■ ■一

－● 町一● ■一■ ■－● ■ー■ ■一｡ ■ー■ ■一町 ■－

’ ’年表作成上の留意事項

{ L－ { ’①事前確認 ③確認･報告

ﾛ 卜表示 ’ ’口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記賊担当者に
確認したか

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合‘ 12
月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

1I ②入力 ノ

ロ数値を手入力-する場合‘誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す‐
る場合には、 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注急すべき点】

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに褐戯)～

■

（

■

※2について.業務系システムから｢月次データ｣の数値を取り込むか.又は手入力をする
場合

※3について.業務系システムから数値を取り込むか，又は手入力をする場合

（



01 12情報政策課

民行年N･2民事・行政年表（地方） （その4） 年表作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

１

２
３
４
５
６
７

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合， 12月
分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

②入力

口数値を手入力する場合,誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく‘年間数値をまとめて手入力す
る場合には, 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】し、

（注） 行政雑事件総数欄には,受付通達別表第2の「15雑事件」で地裁

が扱うとされているもの及び同別表第1の「57民事雑事件」又は

「59執行雑事件」に準じて行政雑事件とされたものの件数を計上する。

【入力セル】

｢~~~~~]MINTASから数値を取り込める項目

｢7MINTASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目

□※1に

M"""=…（補足）

③確認｡報告

ロー表示 まないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して.統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

事 件 の 種 類 基 本 法 条 件数

行政雑事件総数
(受付通達別表第1及び第2）

F 両

M

※1

(うち）

3

4

裁判官に対する除斥又
は忌避の申立て

裁判所書記官に対する
除斥又は忌避の申立て

12 救助の申立て

15 閲覧等の制限の申立て

16
閲覧等の制限決定の取
消しの申立て

21 文書提出命令の申立て

民訴法 23，24

民訴法 27，23

24

民訴法 82

民訴法 921

民訴法 92Ⅲ

民訴法 219



01. 12情報政策課
民行年NC 2民事．行政年表（地方） （その4）

年表作成上の留意事項

【12901 表7維新受内訳表 (B表） 民事雑

事 件 の 砿 類 ｜基 本 法 条|件数 ’ I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

薊1
民事 ・ 人身傑繩雑事件総数
(受付通達別表第1 ）

1

－

裁判官に対寸ろ除斥又
は忌避の4「 立て

裁判所誹記官に対-する除斥
又は忌避の申立て

訴訟費用等の額の確定処分
の 申 立 て

救助の 申 立て

法
法
訴
訟
民
非

川
咄
、
〃
』

向
“
今
・
’
１

問
、
〕
Ｇ
Ｉ
ｌ

ｎ
ｆ
ｌ
ｌ

２ 3 M

口 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合‘ 12月
分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか法

法
訴
訟
民
非

４
２
２
１

３
１
２
１

７
４
２
１３

４
５

４
７
ワ
］

M

民訴法

非訟法

牙２
１

ワ
ｆ
》
１
Ｊ

１
芦
島
唖
ｎ
コ

ｒ
ｌ
其
》
ワ
〕

１
１
ｍ
Ｊ
ｎ
が

ワ
ー
ワ
ｊ
り
】

M

I ’
民砺法

非訟法

２
９
８
２ ②入力M

ノ

ロ数値を手入力する場合誤って|■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1の数値と年表【1300】の(1･LM)の合計数が月報【1040】の(24･L')の年間累計数と一
致しているか

民訴法

会社法

労審法

破産法

民再法

会社更生法
更特法

承認援助法

６７

Ｉ
１
７
ｎ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

ワ
ー
８
６
ウ
】
７
２
１
４

９
８
２
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

6 15 閲!覧等の制限の申立て M

民訴法

会社法

労審法

破産法

民再法

会社更生法
更特法

承認援助法

６

Ⅱ
７

皿
汀
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
川
ｌ
Ⅲ

２
８
６
２
７
２
Ｌ
４

バ
リ
○
句
、
皇
１
Ｌ
Ｉ
Ａ
１
４
１
Ｉ
Ｃ
■
■
＆

'‘縣就鱸撰 (補足）

(注意）

M

法
法
訴
訟
民
非

９１
３
２
５８

９

０

皿
一
蝿

21 文書提出命令の申立て M

l嚇

蜘5

破産向~誇'抑ﾉ>保全処分の中
寸 L

和裁糾蛤決定銅‘'保全処分
の Iド 立 て

再生手統隔始決定
前の保俊処分銅申立,ぐ

破産鮭
・'1緋睦剛

㈱
”

７ I I③確認･報告
ノ

ド表5 雨､かロ｜
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

和雄法 ”

仏
法
秤
時
氏
史

９Ｊ
凹
型

０
６
３
１

56 惚祷＄を申命ゼミ 不葺法 108 M

“ 1 17 過諦手織料等の還付決定x
11R 辻処分の申 、‘f て

!？ ：門蓄W零除f又噌

2．溌繊卵許湾呼
4ヮ 配偶者暴力等に開する保謹
宝色 命令の効力の停止の申立て

4， 驚囑譜議ﾂ燕騨

鼬繩炎iM抵9， 10

民訴法

非訟法

３
２
２
１

６
１
の
１

２
４
５

９
ワ
〕
１４

５
６
７

１

１

１

１

M

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

民訴法 132の.1 M

【入力セル】

F雨一]M1NTASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目

■■■■報告対象外

配偶者鑿力防止法 16，，
28の2
M

配偶者暴力防止法 17，

28の2
M

い
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民行年No. 2民事・行政年表（地方) (その4)

Il30(〕】 表7雑新受内訳表
1m 件 の 唖 顎 ’ IK皇垂2

基

執行雑

槙 陛 条 ｜ 件 数
①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認
したか

□T1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の
月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

四
執行雑事件総数

(受付j曲逓別表第1 ）
1

2 l 執行異蕊の申立て
法
法
執
保
民
民

Ⅱ４の７６１
６
１
４ 不動・債

民執法

民執規

551 ‘ 55の2，

Ⅳ, 77 1 ， ｢1

1 ,V， l8H,

8‘)， 175

■
ず
Ｉ
白
い’

九
〃
』
Ｐ

の
型
Ｒ
ｌ
９

６
Ｈ

売却等のための保全
処分等の申立て 不動

民執法

民執規
９
２
脳
の
，

，
《
Ｈ
》
弓
ｉ

ｎ
屍
〕
師
凹
》
５
１

口
口
Ｊ
Ｉ
１

１
１
〈
×
〕
ｐ

ｐ
品
〕
》
《
、
甲

１
４
Ｆ
句
ｆ
、
星

也
野
汎
の

ｆ
Ｊ
Ｆ
ｈ
〕
【
■
Ｊ

Ｆ
ａ
０
咄
７
Ｉ
Ｔ
Ｉ

７
８
１
１

不動産等の損傷による
10 売却許可決定の取消L

の 申 立 て

売却不動産等の引渡命
l l

令 の 申 立 て

23 据付命令の申立て

21 祇渡命令等の申立て

29 代替執行の申立て

31 間接強ルトlの申立て

45 換価命令の申立て

強制執行等続行の決定
46

の 申 編

滞納処分続行承認の決
46

定 の 諭 求

9 内覧実施命令の申立て

動産競売開始の許可
33

の 申 立 て

I ’1 不動 ②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごと|こ手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する場合

には， 「12月｣を選択し-て手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について.債権執行に関する数値に入力漏れがないか(債権執行事件管理プログラム(債権）
から数値を取り込むことができないため）

□※1の数値と年表【1290】の(1 .い)の合計数が月報【1040】の(24.い〉の年間累計数と一致し

法
規
執
執
民
民

９８８８１
１
Ｆ
勘

内
乙
『
ｆ

ｌ
ｌ

３
４
８
８５

６
７
８
９
０
１
２
３

１

１

不動

漬民執法 159, 167のi0． 193

民執法 161’ 167, 167")10， 19:I 償

反執推 171 1 不動
ているか

（補足）

（注意）

民執法 167の151 , 167")16
1721 ． 1731

不動

造誌簡法 1 1
〃今〃

鰹

櫛調法 3, 17, 19,20,20の8,ZO
の10．20の1 1

不動・償

滞倦M法 25,33↑35,36,36の
11,36の13.36の14 不動・償

’ ■③確認･報告
ノ

不動民執法 “の21

■の表示( Iﾛ’ はないか

不動民紘法 19()11
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて碓認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合.手入力した数値と業務系システムから取り込ん
だ数値の両方を計上している可能性があります

い

【入力セル】

｢素面~テ事1民事執行処理システム(不動産)から取り込んだ数値と手入力した
数値を合算する項目

｢雨Tﾃ屑1民事執行処理システム(不動産)及び債権執行事件管理プログラム
（債権）から取り込んだ数値を合算する項目

「未圃司民事執行処理システム(不動産)から数値を取り込める項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲戦)～

｢可而~1債権執行事件管理プログラム（債権）から数値を取り込める項目

※業務系システムを利用していない民事保全に関する数値等については，

別途該当欄に手入力してください



01 12情報政策課

民行年N･3民事・行政年表（高等） （その1） 年表作成上の留意事項

11310】 表l 民事控訴・上豈新受内訳表

’ I①事前確認
訴 え の 目 的 上 告 控 訴

I x' | | !x2 1控 数１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
７
３
４
５
６
８

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
ワ
ー
２
２
２
２
２
２
２

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者

に確認したか人事を 目的とする訴え

金銭を 目的と寸一 る訴え

(うち）売買代金（売桂|､代金を含む）

貸 金

立替金 ・ 求償金等
（信販閨係事イ牛に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料券会 才？ ）

その他の損害賠償
（ 慰謝料弄含 オ？ ）

手形・小切手金（異議を除く）

(うち）売買代金（売桂|､代金を含む）

貸 金

立替金 ・ 求償金等
（信販閨係事イ牛に限る）
交通事故による損害賠償
（ 慰謝料券会 才？ ）

その他の損害賠償
（ 慰謝料弄含 オ？ ）

手形・小切手金（異議を除く）

韻￥ 科． 弄 ′戸r 7P L

他の損害賠償
謝料弄含 オ？ ）

小切手金（異議を除く）

L

他の損害賠償
謝料弄含 オ？ ）

小切手金（異議を除く）

I ’②入力

【本表において特に注意すべき点】

・ 小切手異議

曽権債務存否確認

韻￥ 科． 弄 ′戸r 7P

・ 小切手異議

曽権債務存否確認

□※1について，次の数値と一致しているか

・ 月報【1070】の(3．い)の年間累計数

・年表【1331】の(1 ．い）

□※2について,次の数値と一致しているか

・ 月報【1070】の(2･b,)の年間累計数

・年表【1331】の(1 ･ろ）

（補足)画

手形手形

金銭債金銭債

建物を 目的と す●る訴え

土地を 目 的 と する訴え

（境界 （茶界） に関する訴えを除く）

請 求 異 議 の 訴 え

｛ ’第 者異 議の訴え三
③確認･報告

」そ の 他 の 訴 え

ﾛ’ ■表司 まなL ､か（金銭建築請負代金等

を目的建築暇疵による損害賠償
医療行為による損害賠償

とする公害による損害賠償

労働に関する訴え
訴えの

知的財産権に關寸一る訴え

うち） 簡易確定決定に対する異議

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

労働 に l封 す- る 腓 え

（金銭を目的とする訴えを除く ）
知的財薩確に脚ずb誹え

（金銭を目的とする訴えを除く）

公害に係る差止めの訴え

境界 （筆界） に関する訴え

共通義務確認の訴え

い ろ

(注） 「金銭を目的とす－る訴え」欄には. うち数として表示された件名

以外の「その他｣の事件を含めて計上する』



01. 12情報政策課

民行年N･3民事・行政年表（高等） （その1） ’ 年表作成上の留意事項

｛ ’【1331】 表2 訴訟新受の訴額内訳表
｜民事訴訟事件|行政訴訟事件 ①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

価額階級
上 告 控訴 控訴 第一審

唾．…総 数１
２
３
４

30万円まで

60万円まで

{ I②入力
90万円まで ノ

【本表において特に注意すべき点】140万円まで

200万円まで

６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

１
１
１
１
１
１

□※1について,次の数値と一致しているか

・ 月報【1070】の(3･L,)の年間累計数

・年表【131o】の(1．い）

□※2について，次の数値と一致しているか

・ 月報【1070】の(2･LI)の年間累計数

・年表【131o】の(1 ･ろ）

□※3について，月報【1070】の(22．い)の年間累計数と一致しているか

二■

500万円まで

1000万円まで

5000万円まで

■1 億円まで ※4に

(補足）

、塁が

5億円 まで

口仮既済等再開により新受計上した件数について‘ （15)のいずれかに計上されているか10億円 黍ま

50億円まで

50億円を超える

（ I③確認･報告算 定 不 能

非財産権上のもの
ノ

□ Iの表示’ろ はVB
I，

|はないか
F-

Y､一

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目 ～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 . 12情報政策課

民行年NC3民事・行政年表（高等） （その2）

11340】 表3未済の審理期間表 (A表）

1年

以内

年
内

6 月

以内
3年

以内

5年

以内

10年を

超える

年
内

４
以

10年
以内

事 色
以

件 総数

(,ﾈ） 控 訴1

函(ﾂ） 上 告
ソ
】

函(行ｹ）第一審訴訟３
４ (行.）控 訴

い ろ は に ほ へ と ち り

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■－色 ■一■ ●一■ ■一■ ■一■ 甲一＄ ■ー■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ﾛ■■■■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ､ ■ ■ I ■ ■ ■

’年表作成上の留意事項

｢

L

1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

|②入力 ｜
ノ

②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1070】の(2･は)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【1070】の(3．は)と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【1070】の(21 ．は)と一致しているか

□※4について， 12月分の月報【1070】の(22･は)と一致しているか

( 1③確認｡報告
ノ

□’ の表示 はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

民事・行政年表（高等） （その2）民行年No.3

【1350】 表3 未済の審理期間表 (B表）

2年を

超える
総数 6月以内 1年以内 2年以内事 件 3月以内

(ﾗ） 抗
生
ロ

１
２ 函(行ｽ）抗 告

ろ はい に ほ へ

【入力セル】

自動計算

EMINTASから数値を取り込める項目

U■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ● ■ ■■■■■■ ■ ■ 1■■■■■ ■ ■一■ ■一■ ■一■ ■一■ ■ U■■■■■ ■ ■－■ ■ー■ ■ ■■I■■■■ ■

1

1年表作成上の留意事項

Ｆ
Ｌ

1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

ｒ
‐
Ｌ

1②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【1070】の(7･は)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【1070】の(26･は)と一致しているか

F

1、.

1③確認･報告
ノ

|の表示 |はないかﾛ’

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



9

01. 12情報政策課

民事・行政年表（高等） （その2）民行年No.3

’未済欄＝(前年未済)＋(当年新受)－(当年既済)と自動計算

、【13601 (A表） 表4抗告表新受
既

決

既済・未済表
～済

済

登
未

種

‐
し

疋
消新 受 総 数事 件 取

一
自

へ 今pロ ，． 取下げ その他

却 下 棄 却 移 送

国民事 ・ 行政抗告1

（うち）配偶者暴力等に関

する保護命令の申立てにつ
いての裁判に対するもの

２

い ろ は

(注） 原裁判所が地方裁判所の事件数を計上す-る。

とに ほ へ ち り ぬ る

【入力セル】

自動計算

gMINTASから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■

１
１ ’年表作成上の留意事項

|①事前確認 I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

|②入力 I②入力
ノ

｜ 【本表において特に注意すべき点】

□※1の数値と年表【1385】の(1.い)の合計数が月報【1070】の(7･L,)+(26.い)の年間
累計数と一致しているか

□※2の数値と年表【1385】の(1 ･ろ)の合計数が月報【1070】の(7･ろ)+(26･ろ)の年間
累計数と一致しているか

’
(補足）

|③確認報告I③確認･報告

ノ

’ の表示□ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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民事・行政年表（高等） （その2）民行年No.3

、【1365】 表4抗告表

霧済新受 既 ． 済

総数|許可|不許可|取下げ|その他
事 件

許可抗告申立て1

い ろ は に ほ へ と

【入力セル】

自動計算

gMINTASから数値を取り込める項目

■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■_■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ 巳 ■ ■■■■■■ 劃 ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■

’ ’
Fr

1L 1①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

I I②入力
ノ

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

・年表【1370】の(1 ･ろ）

・ 月報【1070】の(11･L,)+(30.い)の年間累計数

□※2について,月報【1070】の(11.ろ)+(30｡ろ)の年間累計数と一致しているか

’
(補足）

ｒ

１

１

Ｌ

1③確認｡報告
ノ

□ 肋表示’ はないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

未済欄＝(前年未済)＋(当年新受)一(当年既済)と自動計算

年表作成上の留意事項



01. 12情報政策課

年表作成上の留意事項民行年NC3民事・行政年表（高等） (その2）

①事前確認

口業務卒ノステムの入力又は事件青の記載か完了していることを当亥入力又は記賊担当者に

確認したか１
２
３
４
５
６
７
８
９
０１

②入力

ロ数値を手入力する場合,誤っ■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく､年間数値をまとめて手入力す

・ る場合には, 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,年表【1360】の(1。い)と一致しているか

□※2について,年表【1365】の(1.い)と一致しているか

□※3について,入力漏れがないか(必ず手入力）

11

12

3確認･報告
13

■■■■■の褒〆□ はないか14

15

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～16

17

18

↓

【入力セル】

回MINTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

抗告及び許可抗告申立て新受総数

抗 告

I ※1

汗可抗告

申 立て

※2 I
(うち）

裁判官に対する除斥・忌避申立却下決定に対するもの

裁判所書記官に対する除斥・忌避申立却下決定に対するもの

訴訟費用等の額の確定処分に対する異議申立てについての決定に対す
るもの

救助の申立て却下決定に対するもの

閲覧等制限決定の申立てについての裁判に対するもの

文書提出命令の申立てについての決定に対するもの

保全命令申立却下決定に対するもの

保全異議又は保全取消しの中立てについての決定に対するもの

破産手続開始決定に対するもの

借地条件変更の申立てについての決定に対するもの

増改築許可の申立てについての決定に対するもの

賃借権譲渡・転貸許ﾛIの申立てについての決定に対するもの

執行抗告の原審却下決定に対するもの

売却のための保全処分に対するもの

売却許可決定に対するもの

買受人の申立てによる引渡命令に対するもの

財産開示手続実施決定に対するもの

F 、

※3

～ _三
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民事。行政年表（高等） （その3）民行年NC3

’
～｛13851 表5 抗告表（原裁判所が家庭裁判所の事件〉 （A表） 抗告申立ての要旨表

既 済 、上
原審判の 決 定

要 旨 認容却下 取消し

の別 新 受総 数却 下棄 却自 判差戻し移 送命 令取下げその他未 済

総 数

2別一 l等後 見 開 始 等 認容 画
3 却下

4別一 l7等保 佐 開 始 等 認容

5 却下

6別－ 36等補 助 閲 始 等 認容

7 却下

20別一 5等後 見 人 等 肝 任 認容

21 却下

8別－ 56等失 昧 宣 告 等 認容

9 却下

10別－60 「． の 氏 の 変 更 却下

1 1別－61 養 子 縁 組 却下

12別－62 死 後 離 縁 認容

13 却下

14 認容

15％11－63箒特別養 子 縁組等

’6 却下

17

1吋別－67等親 権 喪 失 等 認容

19 却下

56別－84等扶養義務設定等 認容

57別二 9等扶 養 却下

58別一 86等相 続 人 廃 除 等 認容

59 却下

22別一R9 放 棄 等 の 期 間 却下

23別－91 放 棄 等 取 消 却下

24別－92 相 続 限 定 承 認 却下

25別－ 95 相 続 放 棄 却下

26別－101 特 別 縁 故 者 認容

27 却下

28別－102 遺 言 の 砿 認 認容

29 却下

30別－10．1 執 行 者 選 任 却下

31 月l-lO6等執 行 者 解 任 等 認容

32 却下

33別－110 遺 留 分 放 棄 却下

34別－122 戸籍法の氏の変更 認容

35 却下

36別－122 戸緒法の名の変更 却下

37別－123 就 籍 却下

38別－12－1 戸 籍 訂 正 認容

39 却下

40別－125 市町村長処分不服 認容

41 却下

42別－127等児童闇祉法 28 条 認容

43 却下

79別－128の2引き続いての一時保護の承認 認容

80 却下

77別 134 遺留分の算定:こ係る合意の許可 認容

78 却下

~、塾

未 済

原審判の

認容却下

の別

』同

要

総 数 却 下 棄 却 命 令 取下げ新 受 稗 送 その他

別一 l等後 見 開 始 等

別一 l7等保 佐 開 蛤

等

別－ 36等補 助 閲 始 等

別一 5等後 見 人 等 A7 慨

別－ 56等失 昧 盲 上

[． 寺

別－62 死 後 離 縁

認容

別－63箒特別養 子 縁組 篝

却下

別－67等親 権 喪 雲失

別－84等扶養義務設定等

別二 9等扶 養

別一 86等相 続 人 廃 除 等

別－101 特 別 縁 故 者

別－102 造

二一画

の 砿 認

別一lO6等執 行 者 解 任 等

別－122 戸癖法の氏の変更

別－12－1 戸 籍 訂 正

別-125 市町村長処分不服

別－127等児童闇祉法 28 条

別－128の2引き続いての一時保護の承認

311 134 遺留分の算定:こ係る合意の許可

未済欄＝(前年未済)十(当年新受)一(当年既済)と自動計算
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′14別二 I 夫 婦 同 居 等 認容

45 却下

46別二 2 婚 姻 費 用 分 祖 認容

47 却下

48別二 3 子 の 監 讃 認容

‘19 却下

50別二 4 財 産 分 与 認容

51 却下

52別二 5等祭 祀 の 承 継 者 肥容

53 劇1下

54別二 8 親 権 者 変 更 等 認容

55 却下

60別二 l』 寄 与 分 認容

61 却下

62別二 l2等遺 産 分 割 等 認容

“ 却下

81別二 15 特別の寄与に関する処分 認容

82 却下

75別二 ’6 請求すべき按分割合に関する処分 認容

76 却下

6‘’裁 判 官 忌 避 却下

65参 与 員 忌 避 却下

56密 記 官 忌 避 却下

67審 判 前 の 保 全 処 分 認容

68 却下

69審 判 . 調 停 調 書 更 正

70鑑 定 人 忌 避

71移 送 の 裁 判

72過 科 の 裁 判

7;j執 行 抗 告

74そ の 他

別二 I 夫 婦 同 居 等

別二 2 婚 姻 費 用 分 担

別二 3 子 の

宮ＦＬ

呼声、

讃

別二 4 財 産 分 与

別二 5笄祭 祀 の 承 継 者

別二 8 親 椎 者 変 更 等

別二 l』 寄 蕊 分

別二 12笄遺 産 分 割 笄

別二 15 特別の寄与に関する処分

別二 16 請求すべき按分割合に関-する処分

審 判 前 の 保 全 処 分

■■I

ご
酉
酉

画
画
画

二

一
い ろ は に ほ へ と ち し） ぬ

（注） 特別養子縁組離縁があった場合には， 「別－63等特別婆子縁組等」欄の「認容」又は「却下」欄の上段にうち数として計上する含

【入力セル】

自動計算

回M】NTASから数値を取り込める項目

る

－■ ■一■ ■一■ ■－0 ●_P ■一■ ■一巳 b一■ ■一＄ ■ー● ●－■ ■一■ ■一■ ■一■ ■一■ ■一｡ ■一古 9－● 守一● ●一○ ●－■ 0－

年表作成上の留意事項

1I ①事前確認

’’
口業務系システムの入力又は事件簿の記戯が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

I ’②入力
J

【本表において特に注意すべき点】

特になし

’ I③確認･報告
ノ

’ ｜の表示 |まないか□

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～
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ら共う印年N･ 1 ちょう用印紙額年表
年表作成上の留意事項

而
股
Ｃ
Ｏ
○
０
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
○

０
束
於
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｃ
○
○
０
０

Ｊ

胴
地
敗
○
○
ｏ
○
０
０
○
○
ｒ

醐
仏
Ｃ
Ｏ
０
０
Ｃ
Ｏ
。

Ｉ
茜
』
３
１
・
ョ
恥
７
削
り
０
囮

|①事前確認L①事前確認将
一
蝿

晒
一
故

』｣L舟川11111 帥 側

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は
記載担当者に確認したか

□「訴訟の目的の価額｣等ではなく、 「ちよう用された印紙額｣を計上しているか

イー6のｺト

読一審斫吹 1 1＆骨別浸配一】 ･“hm
l7のZ面1， ．1 11 M・滴I＞

陸 耐 状 I促魯別饗而－2－ 1乃疏 〕 M
玩 妖

叩の斗弔喪砂時腱状橘上 M

|②入力 L②入力
M・簡PI'『 ．舎釿 1k (促稗別展南－8J』項 )

H～ユァ ’ﾉJ計

ﾛ駕諾繍霊｣蕊亜蜜驚瀦鍛蝋値を霞こ
めて手入力する場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

随 雪 股 （民什別喪零－13. 1W〕明 .’ M・ /fく鋤

カ
ー
珊

飽
一
Ｌ
制

刀
立
ｔ

坐
這
巾
巾
叩

支払督促 （促昏別表雨一W.､壇 ）

ｊ
卓
・
可
旧
７
３
。
〃

民東 3j・ 錘 （促昏別表竃一【偏心xn I

○
○
Ｃ
Ｏ
○
○
Ｏ

Ｃ

Ｏ
０
０
Ｃ
Ｏ
○
○
○
○

○

商事＃狸 {腿､"l混耶一』型, 16ヵ噸 1

’
1冊地非醗 ( l咄狩別喪電－1加叩

③確認･報告
M・不勤・破・ j由再子 ｡』 他

□ P 祖 はないか表M‘筋P展車一触 〔 lもR別畏亦-14の呵

宅地岨物 （ ｡ M・砿P

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して‘統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系シス
テムから取り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

民 事 M・繭P）

停
で
国
立
事
巾
民
の

M・簡P用
一
鉱
一
彊
一

享
一
宵
一
通

グー

〃

Ｉ

■

Ｉ

）

）

)

M

M・簡P

｢3「｢E『OI I｡ M・筋I評 等 ｛

I「同一｢百 M・簡P特 電 （ ～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードベージに掲載)～

Ｃ
ｏ

ｏ
○
○
○
○
０

。
０

０
○
０
Ｃ
Ｏ

剛
の
で

蕪
停
・
山

家
猛
巾

別表流一百刺 （民骨別優砺－1句”咽 ) M

３
２
濁
郡
獅

叩
』 別.大第二葡利 【鵬仔BllK蔀－13”2n項 函

【入力セル】

自動計算

貫 停 （ M､

軍 窄 俺 M

下動（一部）甲件課拝"-”ゼ飲・紀餓を要L左い申立一r坪

城行文付与銅申丘て ( ｝〔屍X l 寅鰯この4"』項 』 業務系システムから数値を取り込める項目

※業務系システムの略称は次のとおり

M 'MI NTAS

簡P :期日進行管理ブﾛグﾗﾑ(簡裁民事事件用）

不動:民事執行処理システム(不動産)

（ただし， 「 （一部） jとあるものは， 各庁において，個別に同システムに登録している申立て等のみ）

破 破産事件処理プログラム

通再二通常再生事件処理プログラム

<注迩）

I この表Iユ， 事件iこ今いて. もよう川された印紙mをi欠Ojと錘り入ﾉﾌﾞTろ.
(1) 3ないL6. R征いし25の谷隣は‘弔件間への登殿及び事件卿へ仰甚縮iこ代ゎZ,コンビニ

ーター吻妃犀装機への記鰍に紙づいた印紙甑

(2) 26欄は. 那件両．､の詮戟又は瓢件輝への 墾戟;＆Iセオ,ろｺﾝビｭｰﾀｰの記録姫置への妃録
と畷しない申立て等(執行文付与の111立てを除く. )iこ－ル､て. 苦庁におし､てu2卜Lた印紙額（
紀詠の間鷺.勝写及び番顎吻憂ｲ･Iの手敢科を含む＞ '

〈]） 27個1．k. fA行文付与吻印立てについて. 昏庁において皿蔚|･Lﾉ･印紙額
Z -手数料が過大に鏑付された己とにより‘ 又は申立ての却下苦L＜は欧~Fけ.により‘ 塊金若Lく

は再(秤il征明逓付Lた収入印紙をしって週付した額（民誹費用陸4F条IJn, ”例， 5項. I C
蕊) . ｽは過大に納付された分に=Jいて放緊された額は砿除せずにこの戎に計上する．

剃 阿使用証明をf寸した印紙に上り納付された手教科0J額は含めて計上ﾏ･ろ．
4 移送身覺けた事件にゐいで移送前にも上う用さ』Lた印談額は肝上しない．

5 0印は当腰斤で針上ずべき囚を示すものである‘

|■■'零入力をする項目
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Iﾄﾘ事年N･ ！ 令状年表

【2110】

逮 捕 状 鑑定留瞳状

差押 ・ 記鍬命
令付差押 ・ 捜
索（許可）状
･ 険証許可状

鑑 定

（処分）

許可状

特 別

法上の

令 状

身体検査

令 状
処 分 総数 勾謂状 勾引状総数 通常 緊急 被告・ 人 被疑者

シ公
、睦 数

の計）１
２
３
４
５

（ 2 と 3
三主

pI1I

に よ 〆

ユ
ダ
、
、
ノ

ー
刃
グ

発 付 I K%' |
職 権

による も の

I Kx1 11K※1と11 下

IK※↑ 1取下げ(撤回）

は ほ 喝 り上 ろ
へ

以1 ざVｰ

(注）

1 この表には,召喰状の莞付は計上し砿いつ

Z 勾引状")欄には,民事事件における不出頭証人;こ対する勾引状についても計｣二寸一る。

【入力セル】

｜自動計算

K ｜KE I TASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目

（KEI TASを利用していない場合には．全て手入力をする項目）

｜手入力をする項目

｜ l報告対象外

－■ ■ー■ ■一■ U一■ ■一■ a－p q－B e－■ ■一己 ■－■ ■一■ ■一■ q一D P一● G-G ■一■ ■一○ ■一■ ●一■ ■一■ ■一■ ■一■ ■一■ ■一勺 ●－4 b ■ ■ q ■ ■ ■ ■ ■ ■ 且 ● 甲 ■ ■ ｡ ■ ■ ■

年表作成上の留意事項

I ’ 1①事前確認 ③確認･報告
ノ

ロ’ 己表示’ ｜はないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合､手入力した数値と業務系システムから取り込んだ

数値の両方を計上している可能性があります

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認し
たか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合． 12月分の
月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

I

’ ②入力 ノ

ロ数値を手入力する場合,誤っ』 ID画面に手入力していないか
（補足)「1月」から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力する場合

には‘ 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について‘手入力で数値を補完することを忘れていないか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については.KElTAS操作マニュアル付録1を参照～

はI(注意)※1の各項目に

』

』
■
■
■
■
■
■
■
■
。
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刑事年No2 被告人の処遇（勾留・保釈関係）年表

【2120】 表1 勾留・保釈に関する手続表

当該年度に勾留を
取り消された人員

当該年度に
勾留の執行

を停止され

た人員

当該年度に
保釈を取消

された人員

当該年度に勾
留状を発ｲ,｣さ
れた被告人員

当該年度に保

釈を許可され

た人員

刑訴法87条

（うち）
刑訴法343条

の保釈失効
人 員

（うち）

刑訴法
90条の

保釈

（うち）

刑訴法

91条の
保釈

（うち）

刑訴法343条

の再保釈の
人 員

終局前後別

ル|｣訴法

91 条
請求 職樅

終局前（被告人）

２
３

終局前（被疑者）

終 局 後

い ・ ろ は に ほ へ と ち り ぬ る

【入力セル】

|KEITASから数値を取り込める項目

(KEITASを利用していない場合には‘ 手入力をする項目）

｜手入力をする項目

｜報告対象外

■■■■■ ● 口 ■■■■■ ■ ■－■ ■－■ ｡－巳 ■－■ ■一■ 勺一■ ■－■ ■－口 ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ B 巳一■ ■ ■■■■■ ● ■－■ ■－町 ■－B g q■■■■■ ■ ■－■ ■－■ ■－

ｲ

年表作成上の留意事項

’ ’①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

（注意)｢■■■■画面｣だけではなく｢ 團面｣も適切に入力がされていないと,KEITASから正しい数値が
出力されません

|②入力 I②入力

口数値を手入力する場合,誤っ画 囮画面に手入力していないか

（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力する場合には， 「12月」

を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□KEITAS操作マニュアル付録1(P63以降)に記載されている【集計項目･条件表】等と異なる内容でKEITASに入

力していないか

’ 1③確認･報告
」

｜はないか
酉
■
■

l
ロ
の表示

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両方を

計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については,KEITAS操作マニュアル付録1を参照～
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刑事年N･3刑事雑事件年表 年表作成上の留意事項

1215()】 表1 新受内訳表

|①事前確認 1①事前確認
ノ

事 件 の 樋 類 基 本 法 条 新受人員

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

□ 1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

総 数

審半|lの併合並びに管轄の指定及び
移極 ． 移送の譜求

I

1
〆

1

8， 15， 17， 19 K※1

８
３
４
５

２ 被 告 人接見禁止等

の 請 求

K※I
81 ．207

披 疑 者 1〈 ※1

勾留理由開示の

請 求

被告人側の請求 |く ※1
82．207

被疑者側の請求 K※1

I 1勾留取消 し の 請求

保 釈 の 請 求

87,91 K※］
②入力

88.91 K※1

口数値を手入力する場合,誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意~すべき点】

□※1について,手入力で数値を補完することを忘れていないか

保釈取消 し の請求凶
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２

96 1 K※1

勾留執行停止の取消しの請求 96 1 K※1

保釈保証金没取の請求 96 ，1 K※1

起訴前の勾留延長及び再延長の請求 208．208の2 K※1

刑の執行猫予言渡取消しの請求

| I;,''誉呆警驚こ'薄ｫtrW駕予’零
(うf｡】保謹唄察に付さｵLた刑の執行猶子
の言渡取消 しの請求

K※］
(補足)※1の各項目には,

■
qAO

K※］

準 抗 告 429 K※1

430 K※1

| Kx｣ |K※】訴訟法一上の令状請求 168, 199,20‘1,205,210,218等

21 ,26‘ 123，Z22,299の51 ，348，350
362,467,501,502』
刑訴網13． 15．66の’罫, (Ⅸ※，｣K※］ ’ 1その他訴訟法上の請求 ③確認｡報告

ノ

少 年法6の5,4:I,税犯法2,関税法121，
更生保識法6:｝,逃亡犯罪人引挫法5,25等

特別法上の令状請求
□ ’肋表示 ’まないか

(うち)少年法による観護状の請求 少年法‘13
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

<うち)国税犯則取締法等による令状請求<うち)国税犯則取締法等による令状請求 税犯法2, |卿税法I21等

少年法45‘刑韓法1筋】 ･ ’1 , 15,国連
刑朽 法7 1 ･ ﾛ,嬢蒋法17,没収応緒潅I,
逃亡犯罪人引侭法H、

組織的犯罪処謝稚18Ⅳ,Ⅵ, 22.23‘ 26,池
:17』4Z､43,47. 62,“,67， 73，

麻薬輔例法I6m- IV， 19‘ 20, 23尋

／ 、

その他特別法上の請求21 K※1

２
３
４
５
６
７

２
２
２
２
２
２

316の251 【入力セルリK ※I
証拠開示に閲す‐ろ裁定の請求 ～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については！KEITAS操作マニュアル付録1を参照～

I シ』~‐JDL,QGIFJ去塁IJx蛤H辻…ｿ "”ｰ←11〃し口'一〆､ノー／

｢~－]自動計算 一集計填目条件表についてはKElTAS繧作ﾏﾆ

「R~]KE1TASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目
（KEITASを利用していない場合には．全て手入力をする項目）

｢~－]手入力をする項目

316の261 K※1

裁判員法3 1 ，35, '11 ,42,“,71 1
Z且 I , Ⅱ』93，94

裁 ：ドリ 員法上の請求等

ﾌｾ.,〉理由を示した不選任諦求却下決定I
対する異議申立て

K※1

(う士.‘>理由を示した不選任誠求却~f･決定に
対する異議申立て 裁判員法35 K※1

| K )K!(うt,）裁判員・補充裁判員の解任請求 裁判員法‘1 1

(う良‘）裁判員等の解任・選定取消諭求却下

決定に対す-る異議申立て
(う良‘）裁判員等の解任・選定取消諭求却下

決定に対す-る異議申立て kKx, J裁判員法‘42,9‘1

1．、

注 「その他特別法上の請求」に計上するもののうち刑事損害賠償命令事件に関する申立てで
民事雑事件に該当するものについては，件数を計上する。
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刑事雑事件年表刑事年No.3
年表作成上の留意事項

【2160】 表2処分結果表

１

２
３
４
５
４
６
７
８
９
０

１

１

②入力

口数値を手入力する場合’誤って|■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく､年間数値をまとめて手入力する

場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1，
（補足

上する必要があります。
これについてはKEITASから数値を出力することができないため,手入力してください

③確認｡報告11

ロ■■■■■の表示■■■■■■■はないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して.統計傾向が大幅に異なる数値はないか
（補足)前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

12

13

し、

【入力セル】

FR-KEITASから取り込んだ数値と手入力した数値を合算する項目
(KEITASを利用していない場合には，全て手入力をする項目）

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については,KEITAS操作マニュアル付録1を参照～

事 項 基 本 法 条 人 員

勾留理由開示の

実 施

被告人側の請求

被疑者側の請求

82.83.207

〆

K※1
、

K※1

起訴前の勾留延長及び再延長の
請 求 の 却 下 208，，208の2 K※1

準抗告による原裁判又は原処分の

取 消 し 変 更

429

430

K※1

K※1

接見禁止等の請求

の禁止決定

被 告 人

被 疑 者

81．207

K※1

K※1

証拠開示に関する裁定

の請求の認容決定

(一部認容を含む。 ）

検察官の請求

被告人側の請求

316の251

K※1

K※1

証拠開示に関する裁定

の請求の却下決定等

検察官の請求

被告人側の請求

316の261

『 可

K※1 2

K※1 2
L 』

裁判員法上の異議申立てによる
原裁判の取消し ・ 不選任決定 裁判員法35 K※1

請求による裁判員・補充裁判員の解任決定 裁判員法41 K※1

裁判員法上の異議申立てによる原裁判
の取消し ・解任（選定取消） 決定 裁判員法42,94 L

K※1
ノ
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刑事年N･4 刑事未済年表

【2180】 表2未済事件の審理期間表 （地方）

合 議

2年を超

えるもの
事 件 総数 1月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 単独

法定 裁 定

通常第一審事件1

3

2

(うち）裁判員事件

再 審 事 件
'I

ろ は に ほ へ
1，

V， と ぬち り

【入力セル】

自動計算

KEITASから数値を取り込める項目

■報告対象外

一■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ q■■■■■ ■ ■ 且■■■■■ ■ ■一■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ー■ ■ ■■■■■■ ■ ■ー■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ●－■ ■ ■■■■■■ ■ ■－口 ■ ■■■■

年表作成上の留意事項

|⑪事前確認 I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか
（注意)同一被告人に対する複数の事件について弁論併合決定があった場合,KEITASで併合の処理がされていないと
正しい数値が出力されない

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の月報報告において訂
正分の数値を加減調整したか

|②入力 I②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って1 囮画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する場合には， 「12月｣を選択
して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について‘ 12月分の月報【2030】の(2｡は)と一致しているか

’

|③確認報告’③確認･報告
ノ

１
１
Ｊ ’□ の表示 まないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両方を計上し
ている可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

～集計項目･条件表については!KEITAS操作マニュアル付録1を参照～
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家事審判事件細別年表家事年N《》 ’

未済欄=(前年未済)+（当年新受)一(当年既済)と自動帥算

～’ 【31 13】
済奎

謝
函
函
一

緯敢

受新
蟄

未済雌口頭に
l‐扇申す‐r

竺

寺
ヨ
｜
‐
ヰ
ヰ

劉 停から係
睡1－f‐ ＃、の

その他

三

三
■■■■■■

r－－I

ﾋ
ﾄｰｰ！

その他
レ
ム
イ

侭
寺
面
由

聾
入 取下lf その他諾容 却下件 総敢事

函
函
一
一
一

ｊ函
函数
等

淳

等

繩

上
回
生
ロ
ム
回

数
件
Ｆ
ｊ
ｆ

｜
別
一
汁
一
排
一
汁
一
昨

Ｉ
？
）
３
４
５
０
う
》
５
３
７
Ｊ
４
８
１
５

世
２
Ｚ
リ
】
２
辿
２
□
Ｔ
』
り
】

別
一

｜
幸
雫
｜
後
一
係

耶
開
開
閉

判

見
偉
効派等 補

3笄 後 見 人 等 逓 任

1成年後見人選任

6成年後見監督人遺任

2聖保 佐 へ 遺 任

（ういZし保佐監督人避任

fl補 助 人 避 任

45楠助監唇人選任

71未成年後見人巡任

74未成年後見監督人遮任

11別－ 70

29別一 』I等

30別一・ 局尋
－

3[ | (うら
32別一 9界

郡別一 10等

別一・ 局昇

| （うち

幅一癖

蹴緑後未成年後見人

後 見 人 等 辞 任

見 人 等 解 任

桧 Iこ よ る も の

俊
一
駁）
目 録 作 成 期 間

從見人等枯：眼行使等

居住阿不動産処分

利 益 相 反 桁 代

郵便拘等の配達の鴇託

些
朧
別- 12の2 郵便物等の配達の嘱託眠消等

’ 1うい 職権に よ る も の

応呼

隅
隅
扁
瞬
幟
唖

印
剛
鼎
９
卿
捌

洞
７
６
７
＃
７
。
》
８

０
０
副
３
３
１
３
０

辱
一
叩

Ｍ
Ｆ

別

後見 ノ、 等の報鍔｛

ヨミ
ニ士

後 見淳監督処分

職横 ；こ よ る も の

附 与 財 産 茜 理

管 理 計 算 期 間

成年被後見人死亡機の事務

40別一Z5等

6別一系

7別－ 56零

102別一卵

8別－ 59

9別一術O

IO別一 m！

12別－52

13別－63群
『＝一一一一一

淵 ’1う1，
18％リー67笄

99

100 IうfJ

IOl

l9別 Iもり

103別－ 8〔'零

104別一 KIi等

4【別－ 88

42別－89

43別－90

44別－ 91

45別－ 92

45別－ 93等

47別－ 95

‘旧別－96

4931｣－ 97

50別一”

51別－101

52別－102

53別－103

5．1別－104

55別－105

56別－10，筍

57別－108

56別 一 1 10

59別－111尋

60

61

62 Iう島）

63

61

6う別－122

66別-－ 122

67別－1”

68別－124

59別－12門

94別－12，

7」別－127

96別－12＃

109別－12月の2

別－63群

（ぅt,

ﾙﾘｰ67笄

別－111尋

1

保佐

者財産

亘

財 産

等
一
理

等
一
理
一
代
一
更
一
糧
一
緑

臨
一
不
一
失
一
夫
一
瞳
一
子
一
隻
一
死

時
一
在
一
蹄
一
婦
一
出
一
の

ハ
｜
管
一
告
一
著
一
特
一
変

否
一
氏

泌
一
の
一
緑
一
剛

子
一
侭

特別舞子緑組等

1錨離 緑

1 ■
・
■
。

親 権 喪 失 等

二67蜆符喪失の蒋判

IうtJI 67親権停止の務判

67菅理椹寅失の春判

梗 辞辞 任

義務鐡定

人 ，廃 除

の 蕃

辱 の 期

財 産 保

等 取

限 定 承

人 通

』

等
等
等
理
間
存
消
潔
任
棄
瞳
理
明
者
露
認
任
酬
笥
消
繋

親
一
扶

桧
一
道
一
放
一
相
一
放
一
相
一
聖
一
相
一
相
一
分
一
相
一
特
一
道
一
道
一
執
一
執
一
執
一
迫
一
遺

「｜
養

統
一
産
一
妥
一
統
一
繁
一
統
一
‐
だ

続 放

統 財 産 分

剛 財 産 管

統 人 不 分

別 縁 故

言 の 確

曾 苔 の 楡

行 者 進

行 者 の 瓠

行 者 解 任

首 の 取

徹 分 放

■■■

ｌ

１

１
■
■
画
二

茜
邑

三

■

己

一

画
■
ロ
ロ

｢

｜
’

任窓後見契約に

開十 る 法律関係

1 1寡任涯樋見監督人避任

’15任意後見監腎処分

)島） ’'し任愈樋見監督人辞任

1 17再任恵後見人等堺任

119任恵後見室督人の報国

.一

戸所法の氏の変更

戸耐法の名の変更

就 煽

戸 妬 訂 正

市町村長処分不服

性別の取扱いの変更

児麺柵祉注2H条 1 項

児璽福祉法28条2項

引き焼いての一時保沁の承認

。
■
ロ
ロ
ロ
ニ

ヱ
ー
ロ
重
卓
室

■
画
四
画
ロ
ロ
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胆
第
ち
、
－
９

笄
｛
９
邪
．
１
２
＄
・
ソ
４
鐸
７
丹
癖
瞬
咄
幅
脈
砺
》
唱
乙
乙

幽
榊
馴
郷
阻
一
洲
郵
岬
表
．
虚
陛
一
腿

別
別
別
別
非
露

麺
・
柊
別
別
別
別
別
別
別
別
別
別
別
別
別
別
・
窯
享
脾
脾

一
一
一
，
二
二
二
二
二
二
二
二
二
二
二
二
二
遇
髭
｜
吾

Ｚ
３
４
５
８

昂
↓
０
５
６
８
９
０
１
ヴ
】
３
４
５
６
７
８
１
０
０
７
２
者
９
３

７
７
７
９
９
１
３
７
７
７
－
ｒ
『
ｒ
・
８
Ｓ
Ｓ
８
５
８
５
３
３
９
９
１
９
Ｌ
〕
７
＄
、

別二＄

■
画
画
・

一
二
二
二

一
コ
ロ
ロ

生
一
保
一
破
一
砿

活保護法 MO

識 者 避 任

産 法 61

産 法 ”8 手
遭密分の算定 Iこ

別－134
係ろ合 ，種め許可

子匹懇確働 ；I ‐判

，典 溌垂 醤 人健I』
帝痢『Lu 芥脆雛署

二審判事件総敷露1
夫 婦 同 居 等

塒姻 費 用 分担

…L濃亙）

子 の 監 盤

監
一
養
一
面
言

ち・ソ

灘 者 の 指

育 費 諸

会 交

の 引 渡

定
一
求
一
流
一
し

’

財 産 分 与

祭 祀 の 承雛 者

離 縁 後 親 桧

覗 権 者 変 更 等

扶 養

週 産 分 割 漂

寄 与 分

特別の寄与に間十ろ処分

萠求すべき按分割合

生活保誕注 77 条

誰 品 財 唖 酎 理

胞熱 ノ、 ，厘自 ‘･貰 呼I
･皇 畷 画: s' *|

ﾛ■

i
－
１| l l I

い ろ は に ほ へ
し
》 ち り ぬ る

【入力セル】

自動計算

回MINTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

■報告対象外

－■ 呼一■ ①一● ■一U ■－■ ■－U ■－■ ■一■ ■一｡ ■一■ 0－■ ■－■ ●－■ ●－● ■－巴 ●一｡ ■－■ ■一■ ■－■ ■一■ ｡－■ ■一

年表作成上の留意事項

’ ①事前確認
口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の月報報告において訂正分の数値を加減調

整したか

’ ’②入力
j

□(絹諸鰐穂蔑煙學嚇撫識熱値毒とめて事入力する場合に,泌n2馴を選択して尋入力して《“
さい

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，月報【3012】の(2.い)の年間累計数と一致しているか

□※2について．月報【3012】の(2･ろ)の年間累計数と_致しているか

□※3について． ’2月分の月報【3o’2】の(2.ほ)と一致しているか .

□※4について,月報【3012】の(3.い)の年間累計数と一致しているか

口※5について.月報【3012】の(3･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※6について， 12月分の月報【3012】の(3．ぼ)と一致しているか

□※7について,月報【3012】の(4°い)の年間累計数と_致しているか

□※8について，月報【3012】の(4･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※9について, 12月分の月報【3012】の(4･ぼ)と一致しているか

(飛疋ノ

口事件の申立ての趣旨が審判又は調停の途中で変更され終局時の事件の内容が申立て時のそれと異なった事件について,受理時に計．上し

た事件の種類に従って計上されているか

I ③確認･報告 ノ

DI Z表圖 ｜はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して，統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合．手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両方を計上している可能性があり
ます

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01- 12情報政策課

家卿年N《, 2家事調停事件細別年表

－－【3122】

新 剛笠 済 ､当

未 済

猟雛【I｣立て
副F舩から

罰停：母付
よれ升＃､の

群:{111から

捌停に付
よれ弁＃､の

合意に{1当

する群 ド11を
I‐た ＃、の

澗停に代

わる群.111を
｜‐十 4， 〃）

合,唾に相当

する聯ギIlに
詮卜訓ニス：、〃］

洲停に代わ

る存:'211に対
弓1． 易 ；、の

黙1mによ

る Iil立て

鰹口頭によ

る 1脚立て
醜 渦停 を

しない1，の
＃ I 緯 故 そ の仙 総 数 渦停成立 調停下成立 敵下け そ の他

…

函

函
( X2 1

1－羅可｛ ※5 ！

Ｉ
？
】
３
５
６

篭 敵

…
別 妾流二凋 停 私 作繩 故

I X6 j
夫
婚
子

９
１
リ
ー
叫
咽

別
別
別

夫 婦 同 居 再

婚姻餐 胴分担

子 の 監 調

監護者の指定

(うち） 餐 育 脅 調 求

而 会 交 流

子 の 引 渡 し

監護者の指定

(うち） 餐 育 脅 調 求

而 会 交 流

子 の 引 渡 し

８
９
０
１
２
冊
４
５
付
７
４
棚
９

～
Ｊ
１

二 一

別二 4 財 窟 分 与.

2''二5芽 祭祀の承継 者

■ ■
■■ ロ■■

別二 7 離 縁 後 硯 槍

ﾘﾆ8 親権者変 更 等

別こ り津 扶 黄

別二l2等 遺 産 分 割 弾

別二M 寄 与 分

別二15 特別の帝与;こ閥する処分

：''二111 識求すべき按分割合

男''二17 生活保護 崔 77 条

f4g 伊 ･』 大輔財電筑 卸

劇'｡"､操ﾀ割9 綿魏 ノ、 蝿陣 I
縮み坐 破 滝 法 勺& 柔

I %7 1別羨玩二以外の調停零件聡数 …1 |…ｌ
リ
ー
３
４
Ｒ
６
７
３
叩
．
０
１
２

２
ツ
ー
ソ
一
リ
字
２
？
】
？
］
？
】
ソ
一
３
３
訂

二
婚姻中の夫蝿間

婚姻外の男女間

乱媚後の慰鮒料弗

親族 間 の紛争

合意に相当す-ろ帝判事項

協鍍雛婚無効 ・ 取消

【うい認 知

嫡 出 否 認

親子関係不存在砿認

■

い ろ は に ほ へ と ち り ぬ わ か 全◎ を よ ノー れ

雛 縁

の 他

【入力セル】

自動計算

画MINTASから数値を取り込める項目

口手入力をする項目

■報告対象外

未済欄＝(前年未済)＋(当年新受)一(当年既済)と自動計算



01. 12情報政策課

【3122】家事年NO.2家事調停事件細別年表

年表作成上の留意事項

①事前確認

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担

当者に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し,月報訂正報告書を提出している場合，

12月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

②入力

口数値を手入力する場合,誤って回画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入

力する場合には, 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,月報【3012】の(6･い)の年間累計数と一致しているか

□※2について,月報【3012】の(6･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【3012】の(6･|=)と一致しているか

□※4について,月報【3012】の(7.い)の年間累計数と一致しているか

□※5について,月報【3012】の(7･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※6について, 12月分の月報【3012】の(7．ほ)と一致しているか

□※7について,月報【3012】の(9.い)の年間累計数と一致しているか

□※8について,月報【3012】の(9･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※9について, 12月分の月報【3012】の(9．ぼ)と一致しているか

(補足）

口事件の申立ての趣旨が審判又は調停の途中で変更され,終局時の事件の内容が申立

て時のそれと異なった事件について,受理時に計上した事件の種類に従って計上されて

いるか

③確認･報告

□■■■■■■■の表示 はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムか

ら取り込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 12情報政策課

藁事年N･3 家事審判事件及び家事調停事件の審理期間年表

131421

既 済 未 済 数
議
総
合
済
ち
班
う

数
讓
総
合
済
ち
未
う2年を超

える￥､の
事 件 3年を超

えるもの
総 数 l月以’ 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 総 数 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内

… 函総 数１
２
３
４

別表第一審判事ｲ21
1｛ ’ ｢蕪百~1※5

（別表第二 I (－ノ

調停事ｲ2i

塵］ ロ蓬。総 数

’

別表菟二
I | | *5 1 1
1－陰｣ニエー1--こ

ち り ぬ る を オ

！ 阜）
p

U 別表第二以外

い ろ は Ｆ
」 ほ へ と よ た

【入力セル】

自動計算

回M【NTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

ー■ ■一早 ■ー■ ■一■ ■一● ■一■ ■一■ ■一■ 町一■ ■一■ 申一○ ■－● ●ー■ ■－■ ■一■ ■ ■■■■■ ● ■一■ ■一■ ■ ■ ■ ■ ﾛ ■ ■ □ q ﾛ ■ ■ ■ h ● ■ b ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

’ 年表作成上の留意事項

|①事前確認 I①事前確認
〃 ’ ’③確認･報告

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

□ 1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12
月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

ノ

の表示 はないか□

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣撹能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合，手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

|②入力 ’②入力
ノ

ロ(謂諸辮霊｣婆無露淵獣熱値を霞とめて手入力．
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,年表【3113】の(1 ．へ)と一致しているか

□※2について,年表【3113】の(1 .る)と一致しているか

□※3について,年表【3122】の〈1 ．と)と一致しているか

□※4について.年表【3122】の(1 ．よ)と一致しているか

□※5について, 「1月｣から｢11月｣までの｢データ入力｣画面に数値を入力していないか

！
（補足）

ﾏﾆｭｧ 噺隼表入ｶｼｽﾃﾑ剰用

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載）
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家事年N･4その他の家事事件年表

’ 未済欄＝(前年未済)十(当年新受)一(当年既済)と自動計算

、【3172】 表1 審判前の保全処分及びその取消事件表
既 済
総数｜認容I却下|取下げ|その他

二

未済保全処分及びその取消事件 本案審判事件 新受

総 数

審判前の保全処分の取消しの申立て

財産の管理者の選任等の申立て
３
４
５
６

財産の管理者の後見等を受けるべきことを命ずる処分の申
立て

仮差押え，仮処分その他の保全処分の申立て

l夫婦同居等

2婚姻費用分担

･3子の監護

10扶 養

の 他

3子の監護

8親権者変更等

の 他

(うち）金銭仮払仮処分 昨
一
昨
一
昨
一
咋
一
そ
一
昨
一
昨
一
そ

8

9

10

1 1 （うち）子の引渡しを命ずる仮処分

12

13

14 愛子となるべき者の監護者選任の申立て

!‘ 欝鴬管理権着等の職務執行停止又は臓務代行着選任の
15 ￥世と〃)洞今又1-通鱈")鰄鵬の雫立.管

（うち）子の引渡しを命ずる仮処分

親権者，管理権者等の職務執行停止又は職務代行者選任の
申立て

口 ¥』敬の身辺へのつき吉といxi式住所瀞の付近のぽいか↓ ･鋪
』との申萢.で

い ろ は に ほ へ と
(注） l 「仮差押え，仮処分その他の保全処分の申立て」欄に計上された事件の「 （うち）金銭仮払仮処分」及び「 （うち）子の引渡しを命ずる仮処分」に

ついては， 内数として砿当する各欄にも計上する。

Z 「 （うち）金銭仮払仮処分」及び「 （うち）子の引渡しを命ずる仮処分Iについて‘ 1件として立件された保全処分及びその取消事件に傾数の本案

審判事件が含まれている場合には， よし)上位に位置する本案蒋判事件1件を選択L‘計上する。

【入力セル】

自動計算

EMINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

■■■■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■－■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ｡－■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■

年表作成上の留意事項

I ①事前確認 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

□1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の月報報告において訂正分

の数値を加減調整したか

I I②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する場合には, 「12月｣を選択して

手入力してください

’ I③確認･報告
ノ

Ｌ囹表示□’ はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】 ・

ロ前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両方を計上してい

る可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12 ‘1肖報政策課

家事年N・5 家事渉外事件新受年表 年表作成上の留意事項

’ 1【32131 (A表）
①事前確認立法

Dhhq h 数０
１
２
３
４

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

審 :ド'1 事 件 総 数

別 表 第 一 審

別一 l韓 後

判 事 件総数

見 開 始 琴

(補足）

非
一
汁
一

癖
一
癖

保

棚

佐

助

等
一
等

側
一
間

始
一
姑

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し‘月報訂正報告書を提出している場合． 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

別一 ：群 後 見 人 等 選 任1 1

10 別－ 12琴 利 益 岨 反 特 代

’ I別- 55 不在者財産 管 理
②入力

別-56等 失 畭 寛７
月

雌
．
と
仁 等

口数値を手入力する場合‘誤って|■■■の画面に手入力していないか
(補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す

る場合lこは． 「12月｣を選択して手入力してください

別一61 接 子 縁 組

別－6ﾖ等 特別養 子縁組等

別一H4等 扶 擬 義務識 定 零３
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
＄
９
１
０
２

３
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
和

別-92 相 続 限 定 承 認

’
別一・ 95 相 続 放 棄

③確認･報告
別-99 相 続 人 不 分 明

DI Iの菱圖 ｜はないか
【｢承認侍｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して.統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

別－103 遺 書 の 検 認言

別－10－1 執 行 者 避 任

別－11l等 任意後見契約に閲する法律関係

別-122 戸篇法の氏の変更

別-122 戸鯖法の名の変更

別-123 就
』
が
幽

戸
症
や

別-12砦1 戸 籍 訂 正

別-130 保 護 者 避 任 等 ~不明な点は作成要領で確認すること(統計ｼｽﾃﾑタｳﾝロードページに掲載)~

別一 他の一

別 表 第 二 審 判 事 ｛'1: 総数

別二 蜻 姻 普 川 分 担

別二 の 隙 識子

別二 ｛ 財 産 分 与

別二 8 親 権 者 愛 更 等 【入力セル】

自動計算

回MINTASMINTAS
別二 9等 扶 養

から数値を取り込める項目

別二 12等 遺 産 分 宵リ
》
寺

別二 1 ．1 寄 －
７ 分

別二 他の李

L

〔注） 家耶況‘外事件とは． 申立人． R]手方．涯判

壁受ける昔，参加人.被相撹ﾉ､,逓言者等の

全部又は－開が外面人である家事乎件をし、う
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家事年N･5 家事渉外事件新受年表 ’年表作成上の留意事項

132231 (B表） Ｆ
」

I①事前確認
調
一
別
一
咋
一
咋
一
虻
一
咋
一
江
一
江
一
証
一
正

件
ゼ
棒
一
癖
の
一
産
一
善

停 事

表第二調

総
分
更

総
件
用
変
監
分

数
一
数
一
担
一
護
一
与
一
等
一
養
一
等
一
分
一
他

1
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

⑭

３
４
５
６
７
９
８
０
１
２
３
４

１
１
１
１
１

２ 婚
一
子
一
財
一
親
一
扶
一
遣
一
寄
一
そ

’
(補足）

３

ロ11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し、月報訂正報告書を提出している場合12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか
4

８
｜
鐸
一
蔭

I ’産 分 割

与

②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

14

の

別表第

婚 姻

合意に

別二以外

二以外の調停事件総数

中 の 夫 婦 間

相当する審判事項

そ の 他 |③確認報告 ｝③確認･報告

い

I ■刀表示□ はないか
(注） 家事渉外事件とは， 申立人，相手方，審判

を受ける者，参加人，被相続人･遺言宕・等の

全部又は一部が外国人である家事事件をいう。 【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01． 12 併報政策課

家蔀年No. 4その他の家事事件年表 ’ 年表作成上の留意事項

竺9
表4雑新受内訳表

件 の 秘 頬 ｜基 本 法 条|件 欺 ’ ①事前確認 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者
に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し、月報訂正報告書を提出している場合, 12
月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

函
民事雑事件に該当寸~る申立て総数
（受付通逮別表第1及び第5）

２
３
４
５
６
７
３
８
９
０
１
４
５
６
７
８
２

１

１

１

１

１

１

１

１

"3“鴬，悩畷職淘嘩￥

‘鯉蕊蕊獺霊

12 救助の 申 立 て

15 閲覧等の制限の申立て

!‘ §驍翻蝿享

21 文書提出命令の申立て

,, 鳶庭驚判乎雫に翌すゑ

民訴法231 24

民訴法 27,23,24

民訴法82

’ 1②入力民訴法921

ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく、年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1の合計数について,月報【3012】の(1 1 ．い)の年間累計数と一致又はそれ以下となっ

ているか(数値に大きな差がある場合には誤りの可能性あり）

民訴法 921Ⅱ

民訴法 219

人訴法 34の2
民訴法23

回
執行雑黎件に該当する申立て総数
（愛付通達別表第1 ）

i

l
(補足

’
ら）

1 執行異離の申立て

29 代替執行の申立て

31 間接強制の申立て

民執法 11， 167の4Ⅱ
民保法46

(一致しない場合)次の事件は月報【3012】に計上するが,本表には計上しないため

受付通達別表第5の12剛(令状請求事件にかかる雑事件）

受付通達別表第5の12(41)～(65)(子の返還に関する事件にかかる雑事
件）

民執法 171 1

民執法 167の151 ，

167の16，
1721 173 1

掴
家事雄ﾘ系件に該当する申立て総数
（受付通逮別表第5）

I雑， 裁判官又は家事調停官に対す
。,｡ る除斥又は忌避の申立て

‘鯉蕊蕊認霊

‘ 鳶庭驚判呼雫噂す？

13 手続上の救助の申立て

’ ’③確認･報告家郭法 10， ［ 1 ， 15

ノ

ロ ｜の表示 iはないか
【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

家事法 13， 10， 11

家事法 16， 10

家率法321

民執法 167の15

167の16

172 17ヨ

30 間接強11iリの申立て

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～L、

(注） ] 表側番号1ないし1 1 , 1 3は, 人事瞬訟珈件･通常腓訟
1F件及び保全命令那件に関連する申立てについて計上し、表

側番号12‘ 14ないし18については，家事審判事件，家
耶澗停事件及び審判前の保全処分事件に関連寸一る申立てにつ
いて計上する、

2 表側番号1 2の「間接強Niﾘの申立て」には， 「間接強制決
定の変更等の申立て」を含まない。

【入力セル】

画MINTAMINTASから数値を取り込める項目



()1 ． 12情報政策課

家事年N･ 6 訴訟等事件年表 ’年表作成上の留意事項

【3240】表1 訴訟事件新受の訴額等内訳表
訴 訟 事 、 件 I 1①事前確認

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

（家ホ）

人事訴訟
価 額 階級

総数 （家へ）通常訴訟

｜金 銭金 銭 □11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し、月報訂正報告書を提出している場合， 12月
分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか総 | x' 1L※2 1 | x3 I数１

２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３

１
１
１
１

60万円まで

I 114()万円ま
②入力

ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力す
る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

200万円まで

500万円まで

1000万円まで

5000万円まで
【本表において特に注意すべき点】

□※1について,月報【3012】の(12･L､)の年間累計数と一致しているか

□※2について，月報【3012】の(13･L,)の年間累計数と一致しているか

□※3について.月報【3020】の(7.い）の年間累計数と一致しているか

（補足'｜
口仮既済等再開により新受計上した件数について， （13)のいずれかに計上されているか

1 億円 主で

5億円 まで

10億円まで

50億円まで

50億円を超える

算 定 不 能
非財産権卜の1，の

ろ はし、 に

{ 1③確認･報告【入力セル】

自動計算

EMINTASから数値を取り込める項目

■報告対象外

ノ

ロ ｜の表鬮 ｜はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り
込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

訴訟等事件年表家事年No. 6

【3250】 表2 訴訟事件未済の審理期間表

年
内

１
以

年
内

年
内
4年

以内

年
内

５
以
10年

以内

6 月

以内

10年を

超える

（うち）

合議

２
以

３
以事 件 未済総数

-浬－1(家ホ） 人事訴訟１
２ _Xg_l(家へ） 通 常訴訟

い ろ は に ほ へ と ち り ぬ

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ 牌一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■

’年表作成上の留意事項

I I①事前確認
ノ

口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認

したか

□ 11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の

月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

I 1②入力
〕

ﾛ(駕諸臓霊｣蕊唾僻淵職熱値をまとめて手入力する場
合には㈱ 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【3012】の(12.ほ)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【3012】の(13･ lf)と一致しているか

I 1③確認･報告
‐ ‐ ノ

ロ’ 一 ｜の表示

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

はないか

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り込ん

だ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

訴訟等事件年表家事年No. 6

【3260】 表3保全命令事件未済の審理期間表

2年を

超える
1年以
内

済
数

6月以

内

Ｉ
烏
い
杉年
内

○
全3月以

内
禾
総事 件

令(家リ）保 全 命1

(うち） 仮 処 分２

い ろ は
）一
V＝ ほ ／、

【入力セル】

自動計算

BMINTASから数値を取り込める項目

一■ ■一● ■一■ ■ー■ ■－■ ■ 』■■■■■■ ■ ■一■ 咽一● ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■－■ ■ l■■■■■■ ■ ■－

年表作成上の留意事項

1’ ①事前確認 ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認

したか

□1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の

月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

1’ ②入力 ノ

ロ(駕語臓霊謡哩鰯等淵職熱値をまとめて零入力する場合
には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について， 12月分の月報【3012】の(19･ lZ)と一致しているか

□※2について， 12月分の月報【3012】の(20･ lX)と一致しているか

I ’③確認｡報告
ノ

ゆ表示 はなぃか□

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項I

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り込んだ

数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



【) | 、 12 1奇柵政簸&、

畔年No. ！ 少年保護事件行為別新受内訳年表 年表作成上の留意事項
【41 121

I ’①事前確認他
壼
壼

行 為

ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に
確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し、月報訂正報告書を提出している場合， 12
月分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

総 放

股 保 礎 車 件 総 数

ル11 ;愛 氾 蒋 紋
（ 自動車亜伝距｛晶処訓陛1【l を含む）

団 溢

雅 盗

詐 欣

恐 喝

払 筒i

週 尖 物 岬 I風 緬

匝 ＄品 砿 畳 け 筍；

傷 宙

伽 害 致 タピ

熟 行

喬 迫

没 人 （ 死 亡 さ せ た 罪 〕

役 人 （ 星 の 他

弦 盗 致 傷

強 亜 致 死

號 蝿 . 強 側 性 交 毒 致 死

独 盗 砂､ 制 性 交 等

強 制 性 雷 坤 致 死

強 制 性 交 等

わ い せ っ

脈 俺

住 居 艮 入

随 火

央 火

過 尖 政 死 蛎

過失運転孜死傷及び識務上 （噸> 過失致死儂

往 来 妨 害

鴇 物 損 堰 等

公 跨 仇 行 妨 宙

危 険 週 娠 段 死

危 砿 迩 能 致 慨

乙 の 他

詩 別 応 犯 稚 故

（自動砿迩陀死鰐処關法犯没ぴ道路交通保韻1F件を除く）

羅 力 行 為 淳

遁 路 迩 送 晒 両

玩 姻 刀 燭リ

リ舟 犯 罪

光 が 防 止

風 倫 徹 篭 浮

麻 獺

趣 せ い 刑

出 入 国 管 穴 ･ 認 民 總 定

必 物 劇 物

そ の 他

ぐ 犯 総 敬

並 路 交 通 保 曙 躯 件 総 敬

殿 田 強 死 致 死

脳 日I 強 亮

､I

JI

６
７
８
９
０
１
２
３
４
↑
跡
６
７
Ｈ
９
０
１
う
↑
３
４
５
６
７
３
９
０
１
り
》
３
４
５
６
７
Ｈ
９
０
１
２
Ｊ
４
５
＃
７
８
９
０
１

１
‐
↓
．
’
。
’
、
Ｉ
０
１
１
．
．
４
‐
ｔ
‐
Ｉ
ワ
学
２
心
牟
伯
狸
？
》
ザ
一
ウ
ニ
？
】
７
軒
叩
ム
矧
鄙
咄
》
わ
』
靴
》
勾
仙
⑳
皿
『
他
や
担
心
①
、
』
、
心
４
△
ｑ
。
刑
、
州
、
叩
。
剛
４
４
ｑ
で
４
屯
戸
、
Ｐ
叩

②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤ってー画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく，年間数値をまとめて手入力す

る場合には． 「12月」を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について，月報【4011】の(2．い)の年間累計数と一致しているか

□※2について，月報【4022】の(1 .い)の年間累計数と一致しているか

(補足）

|③確認･報告 I③確認･報告

日 ■の表示 ’ はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して‘統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

【入力セル】

自動計算

菓務系ｼｽﾃﾑから数値を取り込める願目

(実務系ｼｽﾃﾑを利用していない鳴合には．手入力をする項目）

し、

亜春画 呼璋 ‐ ‐－悪＝



01 . 12情報政策課

少年年NC2試験観察年表

【4131】

試験観察の終了 したものの観察期間

事 件
1年を超

えるもの
3月以内 4月以内 5月以内 6月以内2月以内 9月以内 1年以内総数 1月以内

過失運転致死傷及び
業務上（重）過失致死傷事件

1

道路交通保護事件２

い ろ は に ほ へ と ち り ぬ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

8■■■■■ ■ ■ー■ ■－■ ■ U■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■ ｡ ■ ■■■■■ ■ ■ B■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ I■■■■■ ■ 色 ■■■■■ ■ ■ I■■■■■ ■ ■ 1■■■■■ 巳 ■ ■■■■■ ｡ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■

’年表作成上の留意事項

’ I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

□ 1 1月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し‘月報訂正報告書を提出している場合． 12月分の月報報告

において訂正分の数値を加減調整したか

I 1②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って|■ﾛの画面に手入力していないか
（補足)「1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく’年間数値をまとめて手入力する場合|こは， 「12

月｣を選択して手入力してください

’ I③確認･報告
ノ

ロ 肋表示I

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

はないか

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値の両
方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01. 12情報政策課

少年年N･3少年審理期間年表

【4140】

審 期理 面

事 件 2年を超

えるもの
3月以内総数 1月以内 6月以内 1年以内 2年以内

道路交通保護事件既済１
２
３
４
５

、「一般保護事件

唾］道路交通保護事14 ※4未済
(成人刑事事件）
筆－ま

審再 ノL

ろ は に ほ へ とい

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

口手入力をする項目

一■ ■ I■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ Ⅱ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ー■ ■ I■■■■■ ■ ■ 1■■■■■ ■ ■ I■■■■■ ■ ■－■ ｡－■ ■ ■■■■■ ■ ■一目 ■一B ■一■

’ 年表作成上の留意事項

’ I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分の月報

報告において訂正分の数値を加減調整したか

’ 1②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく､年間数値をまとめて手入力する場合には
「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

□※1について,次の数値と一致しているか

・ 月報【4011】の(7･ろ)の年間累計数

・ 月報【4022】の(5･を)の年間累計数

(補足）

□※2について， 12月分の月報【4011】の(3･は)と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【4011】の(7･は)と一致しているか

□※4について， 「1月｣から｢11月｣までの｢データ入力｣画面に数値を入力していないか

)’(補足

(月報･年表入力システム素11用マニュアル③(入力編)添付の③(入力編)添付の【資料】年表累計対応
表参照)）

’ I③確認･報告
ノ

□ の表示■ロ ドないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足>前年から数値が大幅に増加している場合‘手入力した数値と業務系システムから取り込んだ数値
の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



01 ， 12情報政策課

少年年N･4 準少年保護年表
’

14150】 （A表） ～
、

既 術 ､、さ
末済事 件 新受 児歳自立

支援施設

等送致

初等少年

院送致

中等少年

院送致

特別少年

院送致

医疵少年

院送致

第1種少

年院送致

第2種少

年院送致
第3極少

年院送致
総数 認容 取消し 移送 回付 併 合 その他

Lき』－1 L碆一｝総 l x3 I数1

保護処分取消事件

収容継続申請事件

１
１
１
１
■

戻収容申誌事件４
５

｜ ｜
ほ へ、

施設送致申請事件

い ろ は
トァ

U,－ ち り よ れ ぬ る を わ かたと

(注1 ）傘少年保韮年表(A表)の既済の｢取消し｣欄には｣ 少年法Z7条のZによる保緬処分蚊消決定のあったものを計上する。

(注2）準少年保護年表(A麦)の既済の｢児意自立支援施設等送致｣ , ｢初等少年院送致｣ ， ｢中等少年院送致｣ , ｢特男ﾘ少年院送致｣ ↓ ｢医療少年院送致｣ , ｢第1穂少年院送致」 ， ｢策2菰少年院送致」及U
「第3花少年院送致｣の各棚:こは, 少年法26.条の4による保誕処分決定のあったものを送致先に応じて計上する。

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には‘手入力をする項目）

口手入力をする項目

■報告対象外

■■■■■ ■ ■_■ ■一F ■ ■■■■■ ■ ■－赴 ■一■ ■ ■■■■■ ■ ■_■ ｡ ■■■■■ ■ ■－■ ■－■ G一■ ■ ■■■■■ ■ □－■ ■一■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■■ 凸 ■ ﾛ ■ ● 】 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ｢ ■ ひ 8 口 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ＝ p 甲 ■ ■ ■ ■■

’ 年表作成上の留意事項

’ 1 ’ I①事前確認 ③確認･報告
ノ

’ﾛ |の表示口業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に確
認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月分

の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

はないか

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して，統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合,手入力した数値と業務系システムから取り込

んだ数値の両方を計上している可能性があります

’ 1②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合.誤って■■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力する
場合には, 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意~す~べき点】

□※1について，月報【4ol l】の(9．い)の年間累計数と一致しているか

□※2について，月報【4011】の〈9･ろ)の年間累計数と一致しているか

□※3について， 12月分の月報【4011】の(9．は)と一致しているか

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～

(補足）

未済欄＝(前年未済)＋(当年新受)－(当年既済)と自動計算



01. 12情報政策課

準少年保護年表少年年No.4

141701 (C表）

準少年保護事件既済人員の審理期間

1年を超

えるもの
総数 1 月以内 3月以内 1年以内6月以内

{－粟~可I
L

ろ Ij に ほい へ

【入力セル】

自動計算

業務系システムから数値を取り込める項目

（業務系システムを利用していない場合には,手入力をする項目）

I■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■一■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■－■ ■ ■■■■■■ ■ ■ ■■■■■■ ■ ■ I■■■

I

’年表作成上の留意事項

|⑳事前確認 I①事前確認
ノ

ロ業務系システムの入力又は事件簿の記載が完了していることを当該入力又は記載担当者に

確認したか

□11月分の月報報告後に当年中の誤りを発見し，月報訂正報告書を提出している場合， 12月

分の月報報告において訂正分の数値を加減調整したか

|②入" l②入力
ノ

ロ数値を手入力する場合,誤って■■の画面に手入力していないか
（補足)｢1月｣から｢12月｣まで月ごとに手入力するのではなく,年間数値をまとめて手入力す

る場合には， 「12月｣を選択して手入力してください

【本表において特に注意すべき点】

月報【4QJ11Q_(9里ろ)の年間累計数と一致しているか※1について□

)’(補足

|“認報告 I③確認･報告
ノ

表示 ｜まないかP□

【｢承認待｣状態で｢データ表示｣機能を用いて確認可能な事項】

口前年年表の数値と比較して,統計傾向が大幅に異なる数値はないか

（補足)前年から数値が大幅に増加している場合手入力した数値と業務系システムから取り

込んだ数値の両方を計上している可能性があります

～不明な点は作成要領で確認すること(統計システムダウンロードページに掲載)～



年表報告における留意事項④ 01 '2情報政策課
■ 毎月，年表（月毎)ヂｰﾀの入力を行って↓毎月，年表（月毎）データの入力を行ってい 1る場合

《参照資料》
◆総長通達
H17. 1.31付け事務総長
通達「裁判統計報告につ

いて」

◆課長通達

H17. 1. 31付け情政課長通
達「裁判統計報告に関す
る事務の処理について」

◆統計事務連絡
H31.4.5付け情報政策課

参事官事務連絡「裁判統

計報告に関する事務処
理の報告方法等につい

て｣．

◆月報マニュアル

月報・年表入力システム

利用マニュアル

《年表データの入力方法（民事MINTASを除く） 》'一一－－ 、

(1) 対応している項目については業務系システムから年表データを出力して読込み

を行い，対応していない項目については数値を手入力する方法． ． ．①及び③

(2) 数値を表様式に直接手入力する方法． 。 ．②及び④

※民事MINTASには，年表数値の月報．年表入力システムへの自動反映機能があります。

※業務系システムに対応している項目の確認は， 「年表作成上の留意事項」の各表を参照してください。

※誤入力を防止するため，業務系システムが対応している項目については全てデータの読込みを行い，そ

れ以外の部分のみを手入力で補う①及び③の方法を推奨します｡
‘一ノ、、

《報告までの流れ》 《留意事項》

‐
、
、
ｉ
ｎ
矧
引
訓
朋
Ⅷ
川
引
１
Ⅲ
Ⅲ
１
Ⅱ
１
側
Ⅱ
Ｈ
１
ｄ
ｑ
Ｈ
Ⅱ
Ｈ
Ⅱ
Ｊ
Ｎ
別
１
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｄ
Ｉ
ｄ
１
ｌ
●
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｒ
ｕ
０
ｌ
ｈ
ｈ
ロ
Ⅵ
ｌ
剛
Ⅱ
削
引
叫
私
卜
同
Ｊ
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｒ
Ｉ
ｌ
，
１
１
１

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
ａ
，
ｌ
理

に
霊

忠
一

■
■
且
ス
択
・
テ
さ
月
の
選
要
っ
恒
口
二
■
－
１
嬬

罰一一

一
《
曇
↓
》
》
函
吟
酔
》
《
韮
》
》
諦
一

即一一

一
、
一

一
る
を
シ
出
表
一

ｆ

①
該
伝
峠
吟
曜
橇
慨
ば
ぃ
い
喧
匡 1月から12月までの年表（

《データの入力》
月報マニュアル③「入力編j
P24～31

※業務系システムから出力されたデータについて,読
込みを行ったか

※業務系ｼｽﾃﾑ又は民事MINTASから反映される部
分以外の数値について，手入力を行ったか

※業務系システムから出力されたデータを読み込ま
せた場合に，次のような二重入力をしていないか

・ 業務系システムにより既に読み込まれた数値を，
手入力すべき表に重ねて手入力していないか

. 読み込んだ数値と手入力した数値の合算値が報

告値となる項目について, 手入力すべき表の該当
項目に合算値を手入力していないか

《データの修正》
月報マニュアル③「入力編」
P50～55

#行った後， 』月毎）データの入力を行った後，次の作業に進んで〈ださL
=

■■■_－

、忠ふ該当するシ 4
ス

テム名を選択

↓

業務系システ

ムから出力さ

れた年表（年

次)データの読

込み

※ 『年次」を選

１

１

Ｊ
ｑ
１
１

●「年表作成上の留意事項」①事前確認

※ 1月から12月までの月報が「承認侍」以降の状態
となっているか

●「年表作成上の留意事項」②入力

※業務系システムから出力されたデータについて,読
込みを行ったか

※業務系システム又は民事MINTASから反映される部
分以外の数値について，手入力を行ったか

※業務系システムから出力されたデータを読み込ま
せた場合に，次のような二重入力をしていないか

・ 業務系システムにより既に読み込まれた数値を
手入力すべき表に重ねて手入力していないか

. 読み込んだ数値と手入力した数値の合算値が報

告値となる項目について”手入力すべき表の該当
項目に合算値を手入力していないか

該当する表番 ，

号を選択

↓

;臺蝋｜
※ェ,2_且』_童達 ’

1

1 《データの入力》

月報マニュアル③「入力編」
P32～38

ｉ
１
１

《データの修正》

月報マニュアル③「入力編」
P50～55

、

I



01. 12情報政策課【機密性2】

《業務系システムから出力された年表

（①の処理

業務系システム

表（月毎）デー

(月毎）データの累計》

月報マニュアル③「入力編」
P39～42噌釧弱〒

◇
◇

I

《手入力データの累計》

月報マニュアル③「入力編」
P43～46F…癖ゞボタンの押下

◇
◇

〆､ 一一 四

《本登録》
月報マニュアル③「入力編」
P47～49

◇ ロ■■ポﾀﾝの押下
I

L一巴

●「年表作成上の留意事項」③確認・報告

※ 「データ表示」中､ 「庁データ」 （民事MINTASを

I

６
１
１
■
８
日
ｂ 《庁データ》

月報マニュアル③「入力編」
P56～57

」 ）から，■
有無を確認した
－ー ’

ﾛIい蹄(岬=際懇及 の表示の

含む場合は

「デｰﾀ表示｣機能から登録 |｜した年表を開き，

①報告数値(未済数値を含む）

②■■■■及び■■i
■■の表示の有無
を確認

……■■■

※前年年表の数値と比較して，統計傾向が大幅に異

なる数値はないか

※ ’ ｜を解消したか

※改 ｢豊確禽蕊懐
提出したか

※報告期限までに「承認待」状態になっているか

《照合エラー・要確認》

エラー・要確認項目一覧表

《要確認報告》
統計事務連絡別紙第1の1 （1）

【報告期限】翌年1月31日

◇期限が土日祝の場合，直前の開庁日までに登録が
必要

《報告期限》

総長通達別表第2報告期限到来

＝二一 二 一一一一 一一

l
ﾛ ’
承認済

、
．
１
１
、

ｌ
４
ｊ
ｐ
田、冗専

《月報・年表の訂正に関する報告》
統計事務連絡別紙第1の1 （5）
《訂正の方法》

課長通達第3

※報告期限後年表に訂正の必要が生じた際には｢月
報。年表の訂正に関する報告」を提出したか

一

一

一

一

一

一

一

－
報告完了

◆以上の資料は統計システムダウンロ
ードページからダウンロードできます

’

‐ﾛP■U軒弓一三ヒ L

軋吋

1

承認待

Pーエ



年表報告における留意事項⑧ 01. 12情報政策課
年表データをまとめて入力する場合L－－ ’年に一度，年表データをまとめて入力する場合

《参照資料》
◆総長通達

H17. 1.31付け事務総長
通達「裁判統計報告につ

いて」

◆課長通達

H17. 1.31付け情政課長通

達「裁半ll統計報告に関す

る事務の処理について」
◆統計事務連絡
H31.4.5付け情報政策課

参事官事務連絡「裁判統

計報告に関する事務処
理の報告方法等につい
て」

◆月報マニュアル

月報・年表入力システム

利用マニュアノレ

《年表データの入力方法(民事MINTASを除く）》'淳一=一
{I

| ,!M(1) 対

~、

応している項目については業務系システムから年表データを出力して読込み

を行い，対応していない項目については数値を手入力する方法． ． ．①

(2)数値を表様式に直接手入力する方法． ． ．②

※民事MINTASには，年表数値の月報．年表入力システムへの自動反映機能があります。

※業務系システムに対応している項目の確認は， 「年表作成上の留意事項」の各表を参照してください。

※誤入力を防止するため,業務系システムが対応している項目については全てデータの読込みを行い′そ

れ以外の部分のみを手入力で補う①の方法を推奨します｡
､逢一 ニジノノ

《報告までの流れ》 《留意事項》

Q超手るジタ
｜ テム名を選択

↓

｜ 業務系システ
ムから出力さ

i れた年表（年
次)データの読

込み

｜ ※ 『星聖-鑿｜

」
｜ 返して

| ※:差
、 う
ー一一h口穴q孟竺巳

2

●「年表作成上の留意事項」①事前確認

※ 1月から12月までの月報が「承認待」以降の状態
となっているか

●「年表作成上の留意事項」②入力

※業務系システムから出力されたデータについて,読
込みを行ったか

※業務系システム又は民事MINTASから反映される部
分以外の数値について，手入力を行ったか

※業務系システムから出力されたデータを読み込ま
せた場合に， 次のような二重入力をしていないか

・ 業務系システムにより既に読み込まれた数値を，
手入力すべき表に重ねて手入力していないか

． 読み込んだ数値と手入力した数値の合算値が報
告値となる項目について，手入力すべき表の該当
項目に合算値を手入力していないか

該当する表番

号を選択

I
，L

年表（年次）

データを手入

力

※ 「12月」を選

択して手入力

◇■■■■ボ
タンの押下

《データの入力》

月報マニュアル③「入力編」
P32～38

《データの修正》

月報マニュアル③「入力編」
P50～55

１
１
１
１

＃
１
Ｎ

_ノ星

|_

1データの累計データの累計手入力した年表

－－－－ 図--. 』_.

’ 一

《手入力データの累計》
月報マニュアル③「入力編j
P43～46r…縄〒ボタンの押下

◇
◇

’
Ｉ

一

一
》

《本登録》

月報マニュアル③「入力編」
P47～49

◇■■■ボタンの押下
、

／
，
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｉ
Ｌ

●「年表作成上の留意事項」③確認・報告

※ 「データ表示」中， 「庁データ」 （民事MINTASを 《庁データ》
月報マニュアル③「入力編」
P56～57

含む場合は「庁(MINTAS含む)データ」 ）から． ■■
｜及び■■■■■の表示の有無を確認した

画‘ 「データ表示」機能から登録

した年表を開き，

'野告数値《素……’｜及びﾛ■■
■■の表示の有無
を確認

※前年年表の数値と比較してり統計傾向が大幅に異
なる数値はないか

※ ’ ｜を解消したか

※ は， 入力数値を
改めて確認し‘誤りがない場合は「要確認報告」を
提出したか

※報告期限までに「承認待」状態になっているか

《照合エラー・要確認》

エラー・要確認項目一覧表

《要確認報告》
統計事務連絡別紙第1の1

（1）
百や
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【報告期限】翌年1月31日

◇期限が土日祝の場合， 直前の開庁日までに登録が
必要

《報告期限》
総長通達別表第2報告期限到来

－－ L 一一一一一

『 ，
承認済

Ⅱ
Ｉ

《月報・年表の訂正に関する報告》
統計事務連絡別紙第1の1

（5）

《訂正の方法》
課長通達第3

◆以上の資料は統計システム
ダウンロードページからダウ
ンロードできます

※報告期限後年表に訂正の必要が生じた際には｢月

報・年表の訂正に関する報告」を提出したか

｜
’

f

繩[胎 俺
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★事件票作成上の留意事項(民事）

◎民事第一審訴訟･少額訴訟事件票(簡裁）

|難留意事項事件票項目

･司法委員を実質的に関与させていない(現実に和解の補助をさせたり，審理

に立ち会わせてその意見を徴したりするなどしていない。）のに｢有｣となって
いる。

(6)司法委員関与 11

◎民事第一審訴訟事件票(地裁）

’
作成

要領
留意事項事件票項目

(5)合単 ｡単独庁であるのに｢合議｣を選択している。 11

14～

16，27

～28

･建築医事事件で,鑑定｢有｣にもかかわらず, （15)鑑定に関する入力情報が

ない(又は｢無｣で入力情報あり)。
(8)証拠調べ(鑑定）

(9)専門委員の関与の有無 ･専門委員を実質的に関与させていないのに｢有｣となっている。 16

｡(9)｢専門委員の関与の有無｣が｢有｣にもかかわらず,いずれの項目も｢有」
が選択されていない。

(10)専門委員の関与した手続 16

･審理期間が長期間なのに被告側の弁論が｢無｣になっている(対席判決の可

能性が高い。）。
(12)被告側の弁論

･建築医事事件で,付調停結果の入力があるのに付調停決定日の入力がな

いなど,各項目間の整合性がとれていない入力となっている。
28

～29

(16)付調停関係 (よくある誤りの例）

付調停事件について調停期日を実施したにもかかわらず,付調停実施回数
が0回となっている。

(17)証拠保全の有無 ･医事事件で証拠保全の有無に入力がない。 29

」
(19)暇疵主張の有無及び主張され

た暇疵の分野

29

～30
,建築事件で暇疵主張の有無に入力がない。

◎民事控訴事件票
ー■･･ニーーーーーニ

作成

要領
事件票項目 留意事項

･控訴人が控訴状の提出先を誤り，控訴裁判所へ提出した場合(直受事件）
に,受理区分が｢控訴提起｣となっている(｢その他｣が正しい。）。

32

～33
(3)受理区分

35

～36
(7)専門委員の関与の有無 専門委員を実質的に関与させていないのに｢有｣となっている

◎民事上告事件票

作成

要領
事件票項目 留意事項

･上告人が上告状の提出先を誤り，上告裁判所へ提出した場合(直受事件）

に，受理区分が｢通常上告｣となっている(｢その他｣が正しい。）。

43

～45
(3)上告区分
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◎民事執行事件票

作成

要領

｜

’

ヂィ

留意事項事件票項目

74

～78
(6)既済 ｡｢他の事件で配当等を実施したもの｣とすべきところを｢終結｣としている。

◎民事調停事件票

’ 作成

要領
事件票項目 留意事項

91｡ (簡裁)異議申立てがされたにもかかわらず,追加報告がされないままになっ
ている。

｡(地裁)異議申立てがされたにもかかわらず,異議申立て欄に｢有｣が入力さ
れていない。

(8)調停に代わる決定に対する異議申
立て

’

◎行政第一審訴訟事件票

｜ 作成

要領
事件票項目 留意事項

(7)専門委員の関与の有無 ･専門委員を実質的に関与させていないのに｢有｣となっている。 103

．(7)｢専門委員の関与の有無｣が｢有｣にもかかわらず,いずれの項目も｢有」
が選択されていない。

(8)専門委員の関与した手続 103

肯講醗長期間なのに被告側の弁論が｢無｣になっている(対席判決の可(10)被告側の弁論

◎行政控訴事件票

作成

要領

ノ

事件票項目 留意事項

･控訴人が控訴状の提出先を誤り，控訴裁判所へ提出した場合(直受事件）

に,受理区分が｢控訴提起｣となっている(｢その他｣が正しい。）。
０
２

１
１

１
１）Ｐ(2)受理区分

(6)専門委員の関与の有無 ･専門委員を実質的に関与させていないのに｢有｣となっている。 1 15

.(6)｢専門委員の関与の有無｣が｢有｣にもかかわらず,いずれの項目も｢有」
が選択されていない。 ’(7)専門委員の関与した手続 115

※()内の番号は，通達様式上のものである。
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※太字は特に誤りの多い項目である。
※作成要領上明らかな誤 こついては｢☆|で表示し土L 三

◎刑事通常第一審事件票
言李一口一三■

作成

要領
留意事項事件票項目

(1)事件番号 ☆併合審理した事件について,処断刑に係る事件番号を選択していない。 7

７
４１－(2)罪名 ☆罪名符号と入力した罰条が一致していない。

☆犯罪事実についての法定刑を規定した条文と構成要件を規定した条文とが

別個に定められている場合に, 「罰条｣の入力漏れがある。

☆未遂規定ありで未遂符号に入力がない，又は未遂規定がない罪名で未遂符

号の入力がある。

り

(4)被告人の国籍及び通訳言語等 ･被告人の国籍が日本で,通訳言語が日本語以外となっている。

７
８

１
１－(6)即決裁判手続 即決裁判に係る事項の入力漏れがある。

(7)審理期間 ･受理年月日と終局年月日が同日になっている。

･終局年月日と勾留(再勾留)年月日が同日になっている。
Ⅱ■■■■■■■■■■■

(8)追起訴の状況 最後の追起訴と(7)｢審理期間｣欄の終局年月日が同日になっている。

20

～24
(9)公判 合議事件で｢公判が開かれた合計時間｣に入力がない

☆(2)｢罪名｣欄の罪名･罰条では，法定合議事件であるが， 「単独｣が入力されて
いる。

｡被疑者国選対象外の事件であるが, 「被疑者段階の選任の有無｣に｢国選」
が選択されている。

.(16)｢勾留手続｣欄の勾留年月日が空欄であるが, 「被疑者段階の選任の有
無｣に｢国選｣又は｢私選｣が選択されている。

･弁護人がo人で， 「被疑者段階の選任の有無｣に｢国選｣又は｢私選｣が選択さ
れている。

･弁護人が私選国選とも0人で, (20)｢刑｡処分｣棚が｢有期懲役｣かつ｢執行猶

予｣が｢無｣(実刑判決)となっている。

.(2)｢罪名｣欄の罪名符号及び罰条が強制弁護対象外であるが， 「強制弁護事

件｣が｢然｣となっている。

☆(2)｢罪名｣欄の罪名符号及び罰条が強制弁護対象であるが‘ 「強制弁護事

件｣が｢否｣となっている。

｡｢被疑者段階の選任の有無｣が｢国選｣であるが， 「強制弁護事件｣が｢否｣と
なっている。

．(3)｢被告人｣欄が法人で,かつ， 「強制弁護事件｣欄が｢然｣の場合に, (6)｢即決

裁判手続｣欄（12)｢公判前整理手続の実施状況｣欄及び(15)｢期日間整理手続
の実施状況｣欄のいずれも入力がない。

25

～26
(10)弁護人

(11)自白の程度 単独否認事件で公判合計時間に入力がない。

自白事件で(17)｢終局区分｣欄が－部無罪となっている。

27

☆証人が｡人にもかかわらず｢証人尋問をした公判の回数｣篝の入力がある｡ |~:；(13)証人等
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33

～40
(16)勾留手続 勾留年月日が受理年月日より前になっている。

"実刑判決による身柄拘束日を再勾留年月日欄に入力している。

｡(20)｢刑･処分｣欄の｢裁定未決勾留の算入｣が｢有｣であるが,勾留年月日の入

力がない。

☆(20)｢刑｡処分｣欄の『執行猶予｣が｢有｣になっているが,刑訴法345条による
勾留状の失効に関する入力(勾留･釈放年月日及び解除事由の入力)がない。

.(20)｢刑｡処分｣欄の｢執行猶予｣が｢有｣で,かつ, (7)｢審理期間｣欄の終局日が

釈放年月日と同日(刑訴法345条による勾留状失効)の事案で,釈放事由が保

釈となっている。

☆(2)｢罪名｣欄で選択した罪名の法定刑に死刑，無期(懲役･禁鋼)がないの

に, （19)に入力されている。

.(20)｢刑･処分｣欄において｢死刑｣， 「無期懲役｣又は｢無期禁鋼｣が選択されて
いるが‘ （19)に入力がされていない。

42

～43
(19)求刑

(20)刑･処分(判決） ･刑種棡に法定刑にない刑が入力されている。

☆(2)｢罪名｣欄の罪名の法定刑が罰金併科のものであるが,罰金欄の入力がな

い(例えば,盗品等有償譲受け等‘麻薬特例法,売春防止法など)。

｡罰金額が1万円未満となっている。

･有罪で終局したにもかかわらず,執行猶予欄が空欄のままとなっている。

･刑の一部執行猶予事件について,保護観察の入力がない。

☆(20)｢刑･処分｣欄の入力が(2)｢罪名｣欄の罪名の法定刑を下回っているにも

かかわらず､ 「減軽｣欄に入力がない。

｡(20)｢刑･処分｣欄の入力が(2)｢罪名｣欄の罪名の法定刑の範囲内の判決であ

るにもかかわらず， 「酌量減軽｣が｢有｣となっている。

(22)減軽

裳騨醗蕊卿藤震蛎W験い(画面上の修正は完了してい’
i照の表示が出ているにもかかわらず" ｢確認した旨｣の操作が完了し

KEITASの項目全般について

’

◎刑事控訴事件票
｜

’ 作成

要領
事件票項目 留意事項I

76

～77
(11)破棄理由 破棄理由に刑訴法397条1項破棄及び2項破棄がある。

☆第一審が裁判員事件以外で｢然｣になっている。又は,第一審が裁判員事件
で｢否｣となっている。

(17)第一審が裁判員事件 81

◎医療観察処遇事件栗
I

l
i

作成

要領
事件票項目 留意事項

86医療観察月報(地裁)【2310】表の総数の｢既済｣の数値が事件票作成数より多く
なっている場合に‘ 「不一致報告｣を提出する(対象者1人について,原則として
1件の事件票を作成するが,同一の対象者に対する同種の事件の審理が併合

されて終局となった場合には,全事件を通じて1件の事件票を作成する。）。

｢不一致報告｣について(注）

c4しL‘'’ごﾉﾛﾉ←'d､ゾ'-翅ロ!ー!d､'エー'T江』型L'匙 1 1Tvノー'十示さ.'F1火ツ角

(注)H31 .4.5付け情報政策課参事官事務連絡｢裁判統計報告に関する事務処理の報告方法等について｣別紙第1の1の(2)"f(r>)

※()内の番号は,通達様式上のものである。
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★事件票作成上の留意事項(家事）

◎全般

次のいずれの事件票も作成する必要がない場合， 「ゼロ件報告｣を送付したか。

家事婚姻関係事件票家事子の監護事件票家事遺産分割事件票家事履行勧告｡履行命令事件票

保全異議｡取消事件票(家裁）

(H31.4.5付け情報政策課参事官事務連絡｢裁判統計報告に閨する事務処理の報告方法等について｣別紙第1の1の(3)ア）

◎家事婚姻関係事件票

作成

要領
事件票項目 留意事項

･審判･調停の両手続を経た事件について,最初に付された事件番号を入力し

ていない。
(1)事件番号 8

(2)受理(3)終局 ･受理日と終局日が同日の場合に,期日回数が2回以上となっている。

’

･自庁受理時から既済した時までに実施された期日の合計回数が入力されて

いない。
(8)実施期日回数

．｢終局時の婚姻関係｣が｢婚姻継続一同居｣であるが,面会交流の取決めがさ

れている。
(15)終局時の婚姻関係

◎家事子の監護事件票

’
作成

要領
事件票項目 留意事項

･審判･調停の両手続を経た事件について,最初に付された事件番号を入力し
ていない。

(1)事件番号 26

睡馬･受理日と終局日が同日の場合に, (7)｢実施期日回数｣の｢調停｣と｢審判｣の合
計が2回以上となっている。

(2)受理(3)終局 識
･自庁受理時から既済した時までに実施された期日の合計回数が入力されて

いない。
(7)実施期日回数

◎民事第一審訴訟事件票(家裁）

|蕊事件票項目 留意事項
土 ■唾

･被告側の訴訟代理人弁護士が｢有｣の場合に↑被告側の弁論が｢無｣となって
いる。

(14)被告側の弁論

※()内の番号は"通達様式上のものである。
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★事件票作成上の

◎一般少年事件事件票

|蕊
’野~戸罫一一、 －－－画 一二一－

事件票項目 留意事項

･併合審理した事件について, （15)｢本件非行｣に係る事件番号が選択されてい
ない。

(1)事件番号 5

('5)｢本件非行｣がぐ犯の場合に本件行為日が受理日となっていない俳行 ｜ ～：無しの場合を除く。）。
(5)本件行為日

･自庁,他庁を問わず,併合された事件(従たる事件)を含めた全事件を通じ
て,観護措置の有無を入力していない。

.(11)国選付添人が選任されているが,観護措置が｢無｣となっている(いずれか

が誤りの可能性がある。）。

.(17)｢本件処分｣が少年院送致の場合に,観護措置が｢無｣となっている(いず
れかが誤りの可能性がある。）。

(9)観護措置 8

，自庁,他庁を問わず,併合された事件(従たる事件)を含めた全事件を通じ
て,試験観察の有無を入力していない。

･試験観察コード符号の選択ミスが多数生じている。

＊特に見落としが多い事例

・試験観察(在宅)決定があり,その後審判期日外で追加的に補導委託決
定(社会奉仕活動や親子合宿等)がされたこと。

・宿泊を伴う補導委託が身柄付き補導委託に該当すること。

9

～12
(10)試験観察

蕊｡(9)観護措置決定がされているのに弁護士付添人が｢無｣となっている(いずれ

かが誤りの可能性がある)。

･従たる事件にのみ付添人が選任された事件について｢無｣となっている(初期
値を訂正していない。）。

(11)付添人

付添人が選任されているのに， 「無｣を選択している。

･自庁,他庁を問わず↑併合された事件(従たる事件)を含めた全事件を通じ
て,決定の有無を入力していない。

(13)検察官関与決定 13

･住居侵入及び窃盗のケースで｢住居侵入｣を選択しているなど､複数の非行が
ある場合の非行名選択のルールが守られていない。

13

～15
(15)本件非行

･本件非行が｢住居侵入｣， 「ぐ犯｣等の場合に,国選付添人が｢有｣となっている

(いずれかが誤りの可能性がある｡）。
※そのほかにも,本件非行が｢遺失物等横領｣， 「暴行｣， 「脅迫｣， 「賭博｣， 「失

火｣， 「過失致死傷｣， 「公務執行妨害｣， 「暴力行為等｣， 「道路運送車両｣， 「銃
砲刀剣｣、 「軽犯罪｣， 「売春防止｣， 「風俗営業等｣， 「出入国管理･難民認定｣‘
｢毒物･劇物｣の場合も同様である。

22

～23
(20)教育程度 ･本件行為日の教育程度が選択されていない。

･教育程度と行為時年齢が整合していない。

項目全般 ･少年システムで事件票を作成する場合には,初期値に注意が必要。

少年関係月報【4011】表の一般保護事件の既済に計上があるにもかかわら

ず､送信した事件票がない場合に|ま｢ゼロ件報告｣を送付する(事件栗作成対
象を確認)。

｢ゼロ件報告｣について(注） 2

(注)H31.4.5付け情報政策課参事官事務連絡｢裁判統計報告に関する事務処理の報告方法等について｣別紙第1の1の(3),f

※()内の番号は,通達様式上のものである。
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事件票報告における留意事項

戸《事件票データの作成方法(民事MINTAS, KEITASを除く）》

、業務系ｼｽﾃﾑの事件票作成機龍を利開して作鱗したデｰﾀを出力し,事件票1
1チェックシステムで読み込む方法

②事件票チェックシステムを利用して，直接作成する方法 ｜
一ノ

《報告までの流れ》 《留意項目》

●「事件票作成上の留意事項」
｜

’
｢②直接作成」が必要な事件票
仮処分事件票，会社更生事件票配偶者暴力に関する

保護命令事件票，仮処分事件票（家裁） ， 保全異議．

取消事件票（家裁） ，少年一般保護事件票（システム

非導入庁）

◇

②直接作成

↓

作成データ

のチェック，

修正

’

1

1

①のデータの

チェック，修

！ 正
｜
､_

※ ！ 閏示があった箇所について．修正
又は確認を行ったか

《チェック，修正， 出力》
チェックシステムマニュ

アルP20～25, P30～32

| ’ ◇ |画面において‘いて，事件票チェッ
ック済み事件票デー

《事件票データの送信》

月報マニュアル④「事件
票データ送信編」 P4～8

クシステムか ら出力されたチェ
、
タを選択，送信

※ ’ 囲表示された場合， エラーを解消
して再送信したか

◇〈報告期限前〉事件票データの追加・訂正

. （差替え）追加・訂正を行ったデータを新たに送信
する場合，送信済みの事件票データを肖l1
除の上↑差替え

． (追送） 追加分のみを送信する場合｜ ｜フ
ァイル名が送信済みのものと同一にな

I
１
１
１
１

《事件票の削除》
月報マニュアル④「事件
票データ送信編」 P9～10

、－－

…
函

らないようにする（

の部分が同一の場合I

部分を変更する）

《報告期限》
総長通達別表第2【報告期限】

高地簡裁：毎月18日 ／家裁：毎月15日
・期限が土日祝の場合， 直前の開庁日までに送信
・夏期（7月分）の報告期限

高地簡裁： 8月25日 ／家裁： 8月22日

報告期限到来

一－

《拙勵の輔瓢組酷及び幟方渕
統計事務連絡別紙第2◇〈報告期限後〉事件票データの追加・訂正

。 （追加） 「提出漏れの事件票の作成方法」により，

事件票チェックシステムにおいて事件票
を作成・送信

メールによる提出漏れ事件票の発見報告
． （訂正） 「提出済み事件票の訂正報告」を提出

《提出済み事件票の訂正報告》
統計事務連絡別紙第1の
1 （6）

『鴬1瞬隠隠馳圭忌雇壼細一
・ 民事MINTASの事件票は事件完結日から2年KEITASの事件票は事件完結日から1

L…で…憲塵…-雀により訂…”

◆以上の資料は統計システ

ムダウンロードページから

ダウンロードできます

■
一

《参照資料》
◆総長通達

Hl71．31付け事務総長通
達「裁判統計報告につい
て」

◆統計事務連絡
H31.4.5付け情報政策課
参事官事務連絡「裁判統
計報告に関する事務処
理の報告方法等につい
て」

◆月報マニュアル
月報・年表入力システム

利用マニュアル

◆チェックシステムマニュ

アノレ

事件票チェックシステ
ム操作マニュアル

事件票チェックシステム

一一■､

一一一一

チェック済みデータの出力

月報・年表入力システム

■

ヨ

詔
・
Ｉ


